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(57)【要約】
　装置が、物理的ターゲットストレージ媒体コントロー
ラと、物理的ネットワークインターフェイスコントロー
ラと、ストレージ媒体コントローラとネットワークイン
ターフェイスコントローラとの間のゲートウェイとを含
む集中型入力／出力コントローラを含み、ゲートウェイ
が、ストレージ媒体コントローラとネットワークインタ
ーフェイスコントローラとの間のストレージトラフィッ
ク及びネットワークトラフィックのための直接接続を提
供する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集中型入力／出力コントローラを備えた装置であって、前記集中型入力／出力コントロ
ーラは、
　　物理的ターゲットストレージ媒体コントローラと、
　　物理的ネットワークインターフェイスコントローラと、
　　前記ストレージ媒体コントローラと前記ネットワークコントローラとの間のゲートウ
ェイと、
を備え、前記ゲートウェイは、前記ストレージ媒体コントローラと前記ネットワークイン
ターフェイスコントローラとの間のストレージトラフィック及びネットワークトラフィッ
クのための直接接続を提供する、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記ストレージ媒体コントローラによって制御されるストレージ媒体を、該ストレージ
媒体の位置に関わらずローカルに接続されたストレージとして提示する仮想ストレージイ
ンターフェイスをさらに備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ストレージ媒体コントローラによって制御されるストレージ媒体を、該ストレージ
媒体の数又はタイプに関わらずローカルに接続されたストレージとして提示する仮想スト
レージインターフェイスをさらに備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ストレージ媒体の動的プロビジョニングを容易にする仮想ストレージインターフェ
イスをさらに備え、前記物理ストレージは、局所的又は遠隔的に存在することができる、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ストレージ媒体の動的プロビジョニングを容易にする仮想ネットワークインターフ
ェイスをさらに備え、前記物理ストレージは、局所的又は遠隔的に存在することができる
、
請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記装置は、ホストコンピュータシステム上のコントローラカードとして導入されるよ
うに適合される、
請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記ゲートウェイは、前記ホストコンピュータシステムのＣＰＵ上で実行される前記オ
ペレーティングシステムによる介入、ハイパーバイザによる介入、又はその他のソフトウ
ェアによる介入を伴わずに動作する、
請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、前記装置のストレージ機能及びネットワーク機能の少なくとも一方を提供
するフィールドプログラマブルゲートアレイ、ＡＳＩＣ及びネットワークプロセッサのう
ちの少なくとも１つを備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、ネットワーク展開されたスイッチとして構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　ストレージ媒体命令を第１のプロトコルと少なくとも１つの他のプロトコルとの間で変
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換する、前記装置の機能コンポーネントをさらに含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　ストレージ装置の仮想化方法であって、
　第１のストレージプロトコルでの命令に応答する物理ストレージ装置にアクセスするス
テップと、
　前記第１のストレージプロトコルと第２ストレージプロトコルとの間で命令を変換する
ステップと、
　前記第２のプロトコルを用いて前記物理ストレージ装置をオペレーティングシステムに
提示することにより、前記オペレーティングシステムを使用するホストコンピュータシス
テムに対して前記物理ストレージ装置が局所的に存在するか、それとも遠隔的に存在する
かに関わらず、前記物理ストレージ装置のストレージが動的に展開されるようにするステ
ップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記第１のプロトコルは、ＳＡＴＡプロトコル、ＮＶＭＥプロトコル、ＳＡＳプロトコ
ル、ｉＳＣＳＩプロトコル、ファイバチャネルプロトコル及びファイバチャネルオーバイ
ーサネット(登録商標)プロトコルのうちの少なくとも１つである、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のプロトコルは、ＮＶＭｅプロトコルである、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　オペレーティングシステムと、前記第１及び第２ストレージプロトコル間における命令
の変換を行う装置との間のインターフェイスを提供するステップをさらに含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記命令の変換を行う装置と、遠隔地に存在するネットワーク展開されたストレージ装
置との間のＮＶＭｅオーバイーサネット(登録商標)接続を提供するステップをさらに含む
、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　ターゲット物理ストレージ装置に記憶されたアプリケーション、コンテナ及びデータの
うちの少なくとも１つの移動を容易にする方法であって、
　集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラを提供して、ゲートウェイが、ホ
ストコンピュータのＣＰＵ上で実行されるオペレーティングシステムの介入、ハイパーバ
イザの介入、又はその他のソフトウェアの介入を必要とせずに前記装置のストレージコン
ポーネントとネットワーキングコンポーネントとの間のネットワーク及びストレージトラ
フィックのための接続を提供するステップと、
　前記少なくとも１つのアプリケーション又はコンテナを、前記集中型ストレージ及びネ
ットワーキングコントローラによって制御されるターゲット物理ストレージ装置にマッピ
ングすることにより、前記ターゲット物理ストレージ装置に記憶されたアプリケーション
、コンテナ又はデータが１又は２以上の他のコンピュータシステムに移動する際に、前記
アプリケーション又はコンテナが、前記ターゲット物理ストレージが接続された前記ホス
トシステムのＣＰＵ上で実行されるオペレーティングシステムの介入、ハイパーバイザの
介入、又はソフトウェアの介入を必要せずに前記ターゲット物理ストレージにアクセスで
きるようにするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記移動は、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)コンテナの移動である、
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請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動は、ハイパーバイザにおいて実行される仮想マシンの移動である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記移動は、スケールアウトアプリケーションの移動である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ターゲット物理ストレージは、ｉＳＣＳＩプロトコル、ファイバチャネルプトロコ
ル及びファイバチャネルオーバイーサネット(登録商標)プロトコルのうちの少なくとも１
つを使用するネットワーク展開されたストレージ装置である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ターゲット物理ストレージは、ＳＡＳプロトコル、ＳＡＴＡプロトコル及びＮＶＭ
Ｅプロトコルのうちの少なくとも１つを使用する直接接続されたストレージ装置である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　ネットワークのサービス品質（ＱｏＳ）を提供する方法であって、
　集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラを提供して、ゲートウェイが、ホ
ストコンピュータのＣＰＵ上で実行されるオペレーティングシステムの介入、ハイパーバ
イザの介入、又はソフトウェアの介入を伴わずに前記装置のストレージコンポーネントと
ネットワーキングコンポーネントとの間のネットワークトラフィック及びストレージトラ
フィックのための接続を提供するステップと、
　前記集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラによって処理される前記スト
レージトラフィック及び前記ネットワークトラフィックの少なくとも一方に基づいて、ホ
ストコンピュータのオペレーティングシステムの介入を伴わずに、前記ストレージ及びネ
ットワーキングコントローラが展開されたデータ経路を有するネットワークに関連する少
なくとも１つのサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを管理するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記ＱｏＳパラメータは、帯域幅パラメータ、ネットワークレイテンシパラメータ、Ｉ
Ｏ性能パラメータ、スループットパラメータ、ストレージタイプパラメータ及びストレー
ジレイテンシパラメータからなる群から選択される、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＱｏＳは、前記集中型ストレージ及びネットワークコントローラを介してストレー
ジによってサービスを受けるアプリケーション及びコンテナの少なくとも一方がホストコ
ンピュータから別のコンピュータに移動する際に自動的に維持される、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＱｏＳは、前記集中型ストレージ及びネットワークコントローラを介してアプリケ
ーション及びコンテナの少なくとも一方にサービスを提供する少なくとも１つのターゲッ
トストレージ装置が第１の位置から少なくとも１つの第２の位置に移動する際に自動的に
維持される、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　ネットワークトラフィックデータの暗号化、ストレージ内のデータの暗号化、及びネッ
トワークトラフィックデータとストレージ内のデータとの暗号化からなる群からセキュリ
ティ機能が選択される、
請求項２２に記載の方法。
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【請求項２７】
　圧縮、保護レベル、ＲＡＩＤレベル、ストレージ媒体タイプ、グローバル重複排除、並
びに目標復旧時点（ＲＰＯ）及び目標復旧時間（ＲＴＯ）の少なくとも一方を達成するた
めのスナップショット間隔からなる群から選択された１又は２以上のストレージ機能が提
供される、
請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１４年３月８日に出願された「アプリケーション駆動型ストレージアク
セスのための方法及びシステム（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ａｃｃｅｓｓ）」という名称
の米国特許出願第６１／９５０，０３６号、及び２０１４年６月２６日に出願された「仮
想クラスタＩＯのための装置（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｖｉｒｔｕａｌｉｚｅｄ　
Ｃｌｕｓｔｅｒ　ＩＯ）」という名称の米国特許出願第６２／０１７，２５７号に対する
優先権を主張するものであり、これらの各仮特許出願はその全体が引用により本明細書に
組み入れられる。
【０００２】
　本出願は、ネットワーキング及びデータストレージの分野に関し、具体的には、集中型
ネットワーキング及びデータストレージ装置の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スケールアウトアプリケーションの蔓延は、このようなアプリケーションを使用する企
業に非常に重要な課題をもたらしてきた。通常、企業は、（ハイパーバイザ及びプレミア
ムハードウェアコンポーネントのようなソフトウェアコンポーネントを伴う）仮想マシン
のようなソリューション、及び（一般的にはＬｉｎｕｘ（登録商標）及びコモディティハ
ードウェアのようなオペレーティングシステムの使用を伴う）いわゆる「ベアメタル」ソ
リューションを選択する。大まかに言えば、通常、仮想マシンソリューションは、入出力
性能が劣り、メモリが不十分であり、性能に一貫性がなく、インフラコストが高い。通常
、ベアメタルソリューションは、（リソースの変更を困難にしてハードウェアの使用を効
率的にする）静的リソース割り当てを行い、容量の計画に課題があり、性能に一貫性がな
く、動作が複雑である。いずれの場合にも、性能の非一貫性が既存のソリューションの特
徴である。動的リソース割り当てに対処できるとともにコモディティハードウェアを高利
用率で使用できるマルチテナント型展開において高性能を発揮するソリューションが必要
とされている。
【０００４】
　図１に、本明細書に開示するいくつかの実施形態に関連し得る機能及びモジュールを有
するサーバなどのコンピュータシステム１０２の全体的アーキテクチャを示す。従来、（
媒体１０４（例えば、回転媒体又はフラッシュ）などの、サーバ１０２上のローカルスト
レージ装置へのアクセスなどの）ストレージ機能と、転送などのネットワーク機能は、ソ
フトウェアスタック又は（例えば、ネットワーク機能又はストレージ機能のためにそれぞ
れネットワークインターフェイスコントローラ１１８又はストレージコントローラ１１２
を伴う）ハードウェア装置のいずれかにおいて別個に行われていた。通常、（オペレーテ
ィングシステムと、実施形態によってはコンピュータシステムのストレージ機能及びネッ
トワーク機能に関連する全てのソフトウェアスタックを含むハイパーバイザとを含むこと
ができる）オペレーティングシステムスタック１０８内では、ソフトウェアストレージス
タックが、スモールコンピュータシステムインターフェイス（ＳＣＳＩ）プロトコル、シ
リアルＡＴＡ（ＳＡＴＡ）プロトコル、又は不揮発性メモリエクスプレス（ＮＶＭｅ）プ
ロトコル（典型的なコンピュータシステム１０２のＰＣＩエクスプレス（ＰＣＩｅ）バス
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１１０を通じてソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）のようなディスク接続トストレージ
（ＤＡＳ）にアクセスするためのプロトコル）などの、ストレージ内で使用できる様々な
プロトコルの使用を可能にするモジュールを含む。ＰＣＩｅバス１１０は、（（単複の）
プロセッサ及びメモリを含む）ＣＰＵ１０６と、様々なＩＯカードとの間を相互接続する
ことができる。ストレージスタックは、ボリュームマネージャなどを含むこともできる。
ストレージソフトウェアスタック内の動作は、ミラーリング又はＲＡＩＤ、バックアップ
、スナップショット、重複排除、圧縮及び暗号化などのデータ保護を含むこともできる。
ストレージ機能の一部は、ストレージコントローラ１１２内にオフロードすることができ
る。ソフトウェアネットワークスタックは、伝送制御プロトコル／インターネットプロト
コル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ドメインネームシステムプロトコル（ＤＮＳ）、アドレス解決プ
ロトコル（ＡＲＰ）及び転送プトロコルなどの様々なネットワークプロトコルの使用を可
能にするためのモジュール及び機能などを含む。ネットワーク機能の一部は、イーサネッ
ト(登録商標)接続１２０などを介してネットワークインターフェイスコントローラ１１８
（又はＮＩＣ）又はネットワークファブリックスイッチにオフロードし、（様々なスイッ
チ及びルータなどを用いて）さらにネットワークにつなげることができる。仮想環境では
、ＰＣＩエクスプレス標準においてＳＲ－ＩＯＶによって指定されるように、ＮＩＣ１１
８を複数の仮想ＮＩＣに仮想化することができる。ＰＣＩエクスプレス標準によって指定
されておらず、それほど一般的でもないが、ストレージコントローラも同様に仮想化する
ことができる。仮想マシンなどの仮想エンティティは、この方法によって固有のプライベ
ートリソースにアクセスすることができる。
【０００５】
　図２を参照すると、ハイパーバイザの１つの主要課題は、ＩＯ動作の複雑性である。例
えば、２つの異なるコンピュータ（図２のコンピュータシステム１とコンピュータシステ
ム２）にわたるデータに関与する動作に対処するには、コンピュータのローカルストレー
ジ装置１０４、ストレージコントローラ１１２、ＣＰＵ１０６、ネットワークインターフ
ェイスコントローラ１１８及びハイパーバイザ／オペレーティングシステム１０８に関与
する異なるソフトウェアスタック間をデータが移動する際にデータを幾度となく繰り返し
コピーしなければならず、１つのコンピュータから別のコンピュータにデータを移すこと
や、或いはストレージの構成を変更することなどを伴う行動が行われる度に、ＩＯ動作毎
に大量の非効率的なデータコピーが生じてしまう。ルート１２４は、データが２つのコン
ピュータのソフトウェアスタックを上下に移動して１つのコンピュータから別のコンピュ
ータに至るまでに取ることができる多くの複雑なルート例の１つである。コンピュータシ
ステム２が求めるデータは、当初はコンピュータシステム１のディスクなどのローカルス
トレージ装置１０４内に存在することがあり、この場合、ストレージコントローラカード
１１２によってプルされ（ＩＯ動作及びコピーを伴い）、ＰＣＩｅバス１１０（別のＩＯ
動作）を介してＣＰＵ１０８に送られ、ここでコンピュータシステム１のＯＳスタック１
０８のハイパーバイザ又はその他のソフトウェアコンポーネントによって処理される。次
に、このデータを、ネットワークコントローラ１１８を通じ、ネットワーク１２２を介し
て（別の一連のＩＯ動作）コンピュータシステム２に送出（別のＩＯ動作）することがで
きる。このルートはコンピュータシステム２においても継続し、データは、ネットワーク
コントローラ１１８を通じてコンピュータシステム２のＣＰＵ１０６に移動した（さらな
るＩＯ動作を伴った）後に、ＰＣＩｅバス１１０を介してストレージのローカルストレー
ジコントローラ１１２に送られ、その後ハイパーバイザ／ＯＳスタック１０８に戻されて
実際に使用することができる。これらの動作は、数多くのコンピュータシステムの対にわ
たって行われ、各交換は、この種の大幅に増加したＩＯ動作を伴う（また他の多くのルー
トも可能であり、それぞれが多くの動作を伴う）ことがある。企業が次第に採用してきて
いるスケールアウトの状況では、コンピュータシステム間におけるこのような多くの複雑
なデータ複製及び転送行為が必要である。例えば、ＭｏｎｇｏＤＢ（商標）のようなスケ
ールアウトアプリケーションを実装すると、顧客は、リバランス動作中にリアルタイムク
エリを繰り返し実行して大規模なデータロードを行わなければならない。このような行為
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は、非常に多くのＩＯ動作を伴い、ハイパーバイザソリューションの性能が低下してしま
う。これらのアプリケーションのユーザは、頻繁にリシャーディング（データが配置され
たシャードの変更）も行い、やはり１つの場所から別の場所へのデータの移動に数多くの
ＩＯ動作を伴う多くのコピー動作及び転送動作が関与するので、静的ストレージリソース
割り当てを行うベアメタルソリューションにとっての大きな問題となる。これらの問題は
、スケールアウトアプリケーションにおいて使用されるデータ量が急速に増加し、（多く
の機械を伴うクラウド展開などにおいて）異なるシステム間のつながりが増えるにつれて
指数関数的に拡大する。ＩＯ動作の回数及び複雑性を低減し、高価なプレミアムハードウ
ェアを必要とせずにスケールアウトアプリケーションの性能及び拡張性を別様に高めるス
トレージソリューション及びネットワーキングソリューションが必要とされている。
【０００６】
　引き続き図２を参照すると、多くのアプリケーション及び使用事例では、コンピュータ
システム１０２間のネットワークを越えてデータ（さらにはストレージ）にアクセスする
必要がある。この動作の３つの高レベルステップは、一方のコンピュータシステムのスト
レージ媒体からボックス外にデータを転送し、ネットワーク１２２を越えて移動させ、第
２のボックス（第２のコンピュータシステム１０２）内にデータを転送してこの第２のコ
ンピュータシステム１０２のストレージ媒体１０４に移動させることを含む。まず、ボッ
クス外転送は、ストレージコントローラ１１２からの介入、ＯＳ１０８内のストレージス
タックからの介入、ＯＳ１０８内のネットワークスタックからの介入、及びネットワーク
インターフェイスコントローラ１１８からの介入を伴う可能性がある。内部バス（ＰＣＩ
ｅ１１０及びメモリ）を横切る多くのトラバース及びコピー、並びにＣＰＵ１０６の処理
サイクルが費やされる。これにより、動作性能が低下する（レイテンシ及びスループット
の問題が生じる）だけでなく、ＣＰＵ上で実行される他のアプリケーションにも悪影響が
及ぶ。次に、データがボックス１０２から離れてネットワーク１２２上に移動すると、こ
のデータは他のあらゆるネットワークトラフィックと同様に扱われ、その宛先に転送／ル
ーティングする必要がある。ポリシーが実行されて決定が行われる。大量のトラフィック
が動いている環境では、ネットワーク１２２に輻輳が生じて性能の低下及び利用可能性問
題（例えば、パケットの欠損、接続の喪失及び予測不能なレイテンシ）を引き起こす恐れ
がある。ネットワークは、一時停止機能、逆方向輻輳通知（ＢＣＮ）、明示的輻輳通知（
ＥＣＮ）などの、輻輳の拡大を避けるための機構及びアルゴリズムを有する。しかしなが
ら、これらは反応的方法、すなわち輻輳形成地点を検出し、発生源において先送りして輻
輳を低減するものであり、結果として遅延及び性能への影響を生じる可能性がある。３番
目に、データがその「宛先」コンピュータシステム１０２に到着すると、このデータを処
理する必要があり、これにはネットワークインターフェイスコントローラ１１８からの介
入、ＯＳ１０８内のネットワークスタックからの介入、ＯＳ１０８内のストレージスタッ
クからの介入及びストレージコントローラ１１２からの介入が伴う。上述したボックス外
動作と同様に、内部バスを横切る多くのトラバース及びコピー、並びにＣＰＵ１０６の処
理サイクルが費やされる。さらに、データの最終目的地は、さらに異なるボックス内に存
在することもある。このことは、より多くのデータ保護（例えば、ミラーリング又はボッ
クス間ＲＡＩＤ）の必要性、又は重複排除の必要性の結果と考えることができる。そうで
ある場合、ネットワークを横切るボックス外及びボックス内へのデータ転送シーケンスを
再び繰り返す必要がある。上述したように、この方法を制限するものとしては、本来の性
能の低下、予測不能な性能、他のテナント又は動作への影響、利用可能性及び信頼性、並
びに非効率的なリソース使用が挙げられる。現行方法の複雑性及び性能への影響を回避す
るデータ転送システムに対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　（管理する各仮想マシンに別個のオペレーティングシステムを提供する）ハイパーバイ
ザの代案として、（単一のオペレーティングシステムによる複数のアプリケーションコン
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テナの管理を可能にする）Ｌｉｎｕｘ（登録商標）コンテナなどの技術が開発されてきた
。また、アプリケーションをライブラリにパッケージングするプロビジョニングを提供す
るＤｏｃｋｅｒｓなどのツールも開発されてきた。本開示全体を通じて説明する他の多く
の技術革新の中でも特に、これらの新たな技術の能力を活用してスケールアウトアプリケ
ーションのための改善された方法及びシステムを提供する機会が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書では、イニシエータ、ターゲットストレージ機能及びネットワーク機能を単一
のデータ及び制御経路に組み合わせるハードウェアにおける集中型ストレージ及びネット
ワークコントローラを含み、ホストＣＰＵによる介入を必要とせずにネットワークとスト
レージとの間の「カットスルー」経路を可能にする方法及びシステムを提供する。参照を
容易にするために、本開示では、このソリューションを、集中型ハードウェアソリューシ
ョン、集中型装置、集中型アダプタ、集中型ＩＯコントローラ又は「データワイズ」コン
トローラなどと様々に呼ぶことができ、このような用語は、文脈において別途示している
場合を除き、ターゲットストレージ機能とネットワーク機能とを単一のデータ及び制御経
路に組み合わせるハードウェアにおける集中型ストレージ及びネットワークコントローラ
を含むものとして理解すべきである。
【０００９】
　この集中型ソリューションは、他の利点の中でも特に、コンピュータリソース及び／又
はストレージリソースのクラスタのそのままの性能を高め、クラスタ全体にわたってサー
ビスレベル合意（ＳＬＡ）を強制するとともに予測可能な性能の保証に役立ち、テナント
がその近隣に影響を与えないマルチテナント環境を提供し、ハードウェアの利用度が高い
ことによってデータセンタの占有面積が減少し、電力が減少し、管理すべきシステムが少
なくなる、より高密度なクラスタを提供し、拡張性の高いクラスタを提供し、性能を損な
うことなくクラスタ全体にわたってストレージソースをプールする。
【００１０】
　本明細書に開示する様々な方法及びシステムは、スケールアウトアプリケーション及び
高性能マルチノードプールに必要なリソースを高密度に圧密化する。これらの方法及びシ
ステムは、動的なクラスタ規模のリソース提供、ネットワーク機能及びストレージ機能に
対してサービス品質（ＱｏＳ）、セキュリティ、分離などを保証する能力、並びに生産及
び検査／開発のために共有インフラストラクチャを使用する能力を含む複数の顧客利益を
提供する。
【００１１】
　また、本明細書では、ネットワークを通じたストレージ機能を実行し、ストレージ装置
及びネットワーク装置を仮想化して単一テナント環境又はマルチテナント環境における高
性能及び決定的性能をもたらす方法及びシステムも提供する。
【００１２】
　また、本明細書では、ＮＶＭｅ及び同様のプロトコルを使用するようなストレージ装置
を仮想化し、これらの仮想装置を、ＳＡＴＡを使用するような異なる物理的装置に変換す
る方法及びシステムも提供する。
【００１３】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、ボックスレベルでの遠隔クレジット管理及び
分散スケジューリングアルゴリズムを含むハードウェアを（ネットワークファブリックと
は対照的に）ホスト側のみに含むエンドツーエンド輻輳制御のための方法及びシステムも
含む。
【００１４】
　また、本明細書では、ストレージアダプタ、ネットワークアダプタ、コンテナ（例えば
、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)コンテナ）又はＳｏｌａｒｉｓゾーンなどのクラスタを可能にす
るストレージクラスタ又はその他の要素の仮想化方法及びシステムを含む、集中型ネット
ワーク／ストレージコントローラによって可能になる様々な方法及びシステムも提供する
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。利点の中でも特に、クラスタを仮想化する１つの態様では、物理的クラスタ内でコンテ
ナが位置に依存しないようにすることができる。他の利点の中でも特に、これにより、後
述する大いに単純化されたプロセスにおけるマシン間のコンテナの移動が可能になる。
【００１５】
　本明細書では、直接接続ストレージ装置（ＤＡＳ）の仮想化方法及びシステムを提供す
ることにより、たとえ物理ストレージ装置が移動して遠隔地に存在する場合でも、オペレ
ーティングシステムスタック１０８がローカルな永続装置を探し求めるようになり、すな
わち本明細書では、ＤＡＳの仮想化方法及びシステムを提供する。実施形態では、この方
法が、ファブリック全体にわたってＤＡＳを仮想化し、すなわちＤＡＳストレージシステ
ムを選択し、ボックス外に移動させてネットワーク上配置することを含むことができる。
実施形態では、この方法が、ＤＡＳを任意の名前空間に分割することを含むことができる
。実施形態では、オペレーティングシステムがこの仮想ＤＡＳに、まるで実際のＤＡＳで
あるかのようにアクセスできるようになり、例えば、ＯＳ１０８がＮＶＭｅを介しＰＣＩ
ｅバスを通じてアクセスすることができる。従って、本明細書では、（ＤＡＳを含む）ス
トレージ装置を仮想化する能力を提供することにより、たとえ実際にはイーサネット(登
録商標)などのネットワークプロトコルを介してストレージ装置にアクセスしている場合
でも、ＯＳ１０８がこの仮想ストレージをＤＡＳと見なすようになり、従ってＯＳ１０８
は、ローカル物理ストレージ装置の場合に必要なことと異なることを行う必要はない。
【００１６】
　本明細書では、ＯＳ１０８を何ら修正する必要なくＯＳ１０８に仮想ＤＡＳを露出する
ことを含む、ファブリック全体にわたってＤＡＳを提供する方法及びシステムを提供する
。
【００１７】
　また、本明細書では、（ターゲットストレージシステムを参照する）ストレージアダプ
タの仮想化方法及びシステムも提供する。
【００１８】
　本明細書では、ストレージイニシエーションとストレージターゲットとを単一のハード
ウェアシステムに組み合わせる方法及びシステムを提供する。実施形態では、これらをＰ
ＣＩｅバス１１０によって接続することができる。単一のルート仮想化機能（ＳＲ－ＩＯ
Ｖ）を適用して、いずれかの標準的な装置を選択し、この装置を数百個ものこのような装
置であるかのように機能させることができる。本明細書に開示する実施形態は、ＳＲ－Ｉ
ＯＶを用いて物理ストレージアダプタの複数の仮想インスタンスを生じることを含む。Ｓ
Ｒ－ＩＯＶは、Ｉ／Ｏ機能を仮想化するＰＣＩｅ標準であり、ネットワークインターフェ
イスに使用されてきたが、本明細書に開示する方法及びシステムは、ＳＲ－ＩＯＶをスト
レージ装置に使用するように拡張する。従って、本明細書では仮想ターゲットストレージ
システムが提供される。
【００１９】
　実施形態は、スイッチフォームファクタ又はネットワークインターフェイスコントロー
ラを含むことができ、本明細書に開示する方法及びシステムは、（ソフトウェア又はハー
ドウェアのいずれかの）ホストエージェントを含むことができる。実施形態は、フロント
エンドとバックエンドとの間で仮想化を分割することを含むことができる。
【００２０】
　実施形態は、集中型ネットワーク及びターゲットストレージコントローラのための様々
な展開地点を含むことができる。いくつかの実施形態では、集中型装置をホストコンピュ
ータシステム１０２上に配置し、他の事例では、ディスクを別のボックスに動かす（例え
ばイーサネット(登録商標)によって、以下の様々なボックスを切り換えるスイッチに接続
する）ことができる。仮想化にはレイヤが必要になる場合がある一方で、ストレージリソ
ースとコンピュータリソースとを別個にスケーリングできるようにストレージを分離する
ことができる。また、この時ブレードサーバ（すなわち、ステートレスサーバ）を可能に
することもできる。かつては高価なブレードサーバ及び接続されたストレージエリアネッ
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トワーク（ＳＡＮ）を伴っていた設備を代わりにスイッチに接続することができる。実施
形態では、この設備が、リソースがラックレベルで分割される「ラックスケール」アーキ
テクチャを含む。
【００２１】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、様々なタイプの非ＤＡＳストレージを集中型
ネットワーキング／ターゲットストレージ装置内のＤＡＳとして仮想化する方法及びシス
テムを含む。実施形態では、ストレージシステムに対して様々なフロントエンドプロトコ
ルを使用すると同時に、ストレージ装置をＯＳスタック１０８に対してＤＡＳとして露出
して、ＤＡＳとして望まれるあらゆるストレージを仮想化することができる。
【００２２】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、集中型ネットワーク／ストレージアダプタの
仮想化を含む。トラフィックの観点から、システムを１つに組み合わせることができる。
ストレージアダプタとネットワークアダプタとを組み合わせて仮想化に追加すれば大きな
利点が得られる。すなわち、２つのＰＣＩｅバス１１０を含む単一のホスト１０２が存在
する。ＰＣＩｅ１１０からルーティングを行うには、ＲＤＭＡのようなシステムを用いて
別のマシン／ホスト１０２に到達させることができる。これを別個に行った場合、ストレ
ージのＲＤＭＡシステムとネットワークＲＤＭＡシステムとを別個に構成する必要がある
。それぞれを結合して２つの異なる場所で構成する必要がある。集中型シナリオでは、こ
れがＲＤＭＡであり、他のどこかに別のファブリックが存在するとすれば、ストレージと
ネットワーキングの組み合わせを用いてこれらの２つを単一ステップで構成できるので、
ＱｏＳを構成するステップ全体がゼロタッチ処理である。すなわち、ストレージが分かれ
ば、ＱｏＳをネットワーク上に別個に構成する必要はない。
【００２３】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、ハードウェア内で、任意に集中型ネットワー
クアダプタ／ストレージアダプタアプライアンス内で具体化されるネットワーキング機能
及びストレージ機能の仮想化及び／又は間接参照を含む。仮想化は、あるレベルの間接参
照であり、プロトコルは、別のレベルの間接参照である。本明細書に開示する方法及びシ
ステムは、多くのオペレーティングシステムがローカルストレージを処理するために使用
するのに適したＮＶＭｅなどのプロトコルを、ＳＡＳ、ＳＡＴＡなどの別のプロトコルに
変換することができる。ＮＶＭｅなどの一貫したインターフェイスをＯＳ１０８に露出す
ることができ、バックエンドでは、コスト効率の高いストレージ媒体であれば何にでも変
換することができる。このことは、ユーザに価格上／性能上の利点を与える。コンポーネ
ントが安い／速い場合には、これらのうちのいずれかのコンポーネントを接続することが
できる。バックエンドは、ＮＶＭｅを含む何であってもよい。
【００２４】
　本明細書では、ネットワーク機能及びストレージ機能のための集中型データ経路を装置
に含める方法及びシステムを提供する。別の実施形態は、ネットワーク機能及びストレー
ジ機能のための集中型データ経路をスイッチに提供することができる。
【００２５】
　実施形態では、本明細書に開示する方法及びシステムが、ストレージ／ネットワークト
ンネリングを含み、ネットワークを介したストレージシステム間のトンネル経路は、ソー
スコンピュータ又はターゲットコンピュータのオペレーティングシステムを伴わない。従
来のシステムには、別個のストレージ経路とネットワーク経路とが存在し、従ってストレ
ージに遠隔的にアクセスするには、メモリ、Ｉ／Ｏバスなどとの間で大々的にコピーを行
う必要があった。これらの２つの経路を統合するということは、ストレージトラフィック
がネットワークの方に真っ直ぐ進むということである。各コンピュータのＯＳ１０８は、
ローカルディスクしか見ない。別の利点は、プログラミングの単純さである。ユーザは、
ＳＡＮを別個にプログラムする必要がなく、すなわち本明細書に開示する方法は、ワンス
テッププログラム可能なＳＡＮを含む。ゾーンの発見及び指定などを必要とせずに、暗号
化、接続及び分離などを中央でプログラム的に行うことができる。
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【００２６】
　本明細書に開示する実施形態は、ＯＳ１０８がストレージ装置をローカルディスクとし
て見るようにストレージ装置をＯＳ１０８に対して仮想化することを含むことができる。
集中型システムは、本明細書に開示する方法及びシステムにおける間接参照のレベルによ
って、ストレージ媒体の位置だけでなくメディアタイプも隠すことができる。たとえ実際
のストレージが遠隔地に存在し、及び／又はＳＡＮなどの異なるタイプのものであっても
、ＯＳには、ローカルディスクが存在することしか見えない。従って、ストレージが仮想
化され、ＯＳ１０８及びアプリケーションを変更する必要はない。通常は複雑なストレー
ジタイプを裏で構成するために必要な管理、階層化ポリシー、バックアップポリシー及び
保護ポリシーなどを全て隠すことができる。
【００２７】
　ストレージの仮想化のどこで間接参照を行うかを選択する方法及びシステムを提供する
。いくつかの機能の仮想化は、ハードウェア（例えば、ホスト上のアダプタ、スイッチ、
様々なハードウェアフォームファクタ（例えば、ＦＰＧＡ又はＡＳＩＣ））及びソフトウ
ェアで行うことができる。本明細書に開示する方法及びシステムをホストマシン上、トッ
プオブラックスイッチ上、又はこれらの組み合わせで展開するような異なるトポロジーを
利用することができる。選択に通じる要因としては、使いやすさが挙げられる。ステート
レスサーバを実行したいと望むユーザは、トップオブラックを好むと思われる。この方法
を気にしないユーザは、ホスト上のコントローラを好むと思われる。
【００２８】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、ＮＶＭｅオーバイーサネット(登録商標)の提
供を含む。これらの方法は、装置間で使用されるトンネリングプロトコルの基礎になり得
る。ＮＶＭｅは、従来はローカルＰＣＩｅに進むように意図された好適なＤＡＳプロトコ
ルである。本明細書に開示する実施形態は、イーサネット(登録商標)を介してＮＶＭｅプ
ロトコルトラフィックをトンネリングすることができる。ＮＶＭｅ（不揮発性メモリエク
スプレス）は、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)及びＷｉｎｄｏｗｓにおいてＰＣＩｅベースのフラ
ッシュストレージへのアクセスを提供するプロトコルである。このプロトコルは、従来の
システムで使用されているソフトウェアスタックを迂回することによって高性能をもたら
す。
【００２９】
　本明細書に開示する実施形態は、仮想化されて動的に割り当てられたＮＶＭｅデバイス
を提供することを含むこともできる。実施形態では、ＮＶＭｅを重畳させることもできる
が、ＮＶＭｅデバイスを分割し、仮想化して動的に割り当てることもできる。実施形態で
は、ソフトウェア内にフットプリントは存在しない。オペレーティングシステムは、同じ
状態を保つ（集中型ネットワーク／ストレージカードを小型ドライバ）。この結果、仮想
ストレージは、直接接続されたディスクにように示されるが、このような装置をネットワ
ークにわたってプールできる点が異なる。
【００３０】
　本明細書では、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）のような共有の利点と共に、
直接接続ストレージ装置（ＤＡＳ）の単純性を提供する方法及びシステムを提供する。本
明細書に開示する様々な実施形態における各集中型アプライアンスはホストとすることが
でき、あらゆるストレージドライブは、特定のホストに固有のものでありながら（ＳＡＮ
又は他のネットワークアクセス可能ストレージと同様に）他のホストからも見えるように
することができる。本開示のネットワーク／ストレージコントローラによって可能になる
各ボックス内のドライブは、ＳＡＮと同様に挙動する（すなわち、ネットワーク上で利用
可能である）が、管理方法は大幅に単純である。ストレージ管理者がＳＡＮを構成する場
合、典型的な企業では、「誰が何を見る」など、部門全体がＳＡＮのゾーン（例えば、フ
ァイバチャネルスイッチ）を構成することがある。この知識は最初から組み込まれており
、ユーザは、ＳＡＮの管理者にＳＡＮを構成する作業を行うように依頼しなければならな
い。通常のレガシーなＳＡＮのアーキテクチャにはプログラマビリティーが存在しない。
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本明細書に開示する方法及びシステムは、ネットワーク上に存在するローカルユニットを
提供するが、これらのローカルユニットは、ゾーン定義などのような複雑な管理ステップ
を踏む必要なく、引き続き自機のストレージにアクセスすることができる。これらの装置
は、ネットワークとストレージの両方を認識することのみによってＳＡＮが行うことを実
行することができる。従って、これらは、第１のプログラム的なＳＡＮを表す。
【００３１】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、集中型ネットワーク及びストレージデータ管
理を提供するハードウェアアプライアンスによって可能になる永続的でステートフルな離
散的ストレージを含むことができる。
【００３２】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、仮想化のためのコンテナの使用をサポートす
るように適合された単一アプライアンスにおけるネットワークデータ及びストレージデー
タ管理の収束を含むこともできる。このような方法及びシステムは、新興的なものではあ
るがいくつかのさらなる利点を提供するコンテナエコシステムに対応する。
【００３３】
　本明細書では、ＮＶＭｅの仮想化を実装する方法及びシステムを開示する。どれほど多
くのソースがどれほど多くの宛先に関連しているかに関わらず、ソースからのデータがハ
ブに入る前に最初にシリアル化される限り、ハブは、指定された宛先に順にデータを分配
する。そうだとした場合、ＤＭＡエンジンなどのデータトランスポートリソースを１回の
みのコピーに低減することができる。この開示は、様々な使用シナリオを含むことができ
る。１つのシナリオでは、ＮＶＭｅ仮想機能（ＶＦ）について、これらが全て同じＰＣＩ
ｅバスに接続された場合、どれほど多くのＶＦが構成されるかに関わらず、データはこの
ＶＦのプール内に順に到来し、従ってＤＭＡエンジンは１つしか存在せず、（制御情報の
ため）１つのストレージブロックしか必要ない。別の使用シナリオでは、離散ディスク／
コントローラのプールを有するディスクストレージシステムについて、物理的バス、すな
わちＰＣＩｅからデータが生じた場合、データはこのディスクのプール内に連続して到来
するので、プール内にどれほど多くのディスク／コントローラが存在するかに関わらず、
ＤＭＡエンジンなどのトランスポートリソースをコントローラ毎に１つではなく１つのみ
に低減することができる。
【００３４】
　様々な例示的かつ非限定的な実施形態によれば、装置が、物理的ターゲットストレージ
媒体コントローラと、物理的ネットワークインターフェイスコントローラと、ストレージ
媒体コントローラとネットワークコントローラとの間のゲートウェイとを含む集中型入力
／出力コントローラを含み、ゲートウェイは、ストレージ媒体コントローラとネットワー
クインターフェイスコントローラとの間のストレージトラフィック及びネットワークトラ
フィックのための直接接続を提供する。
【００３５】
　様々な例示的かつ非限定的な実施形態によれば、ストレージ装置の仮想化方法が、第１
のストレージプロトコルでの命令に応答する物理ストレージ装置にアクセスするステップ
と、第１のストレージプロトコルと第２ストレージプロトコルとの間で命令を変換するス
テップと、第２のプロトコルを用いて物理ストレージ装置をオペレーティングシステムに
提示することにより、オペレーティングシステムを使用するホストコンピュータシステム
に対して物理ストレージ装置が局所的に存在するか、それとも遠隔的に存在するかに関わ
らず、物理ストレージ装置のストレージが動的に展開されるようにするステップとを含む
。
【００３６】
　様々な例示的かつ非限定的な実施形態によれば、アプリケーション及びコンテナの少な
くとも一方の移動を容易にする方法が、集中型ストレージ及びネットワーキングコントロ
ーラを提供して、ゲートウェイが、ホストコンピュータのオペレーティングシステムの介
入を伴わずに装置のストレージコンポーネントとネットワーキングコンポーネントとの間
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のネットワーク及びストレージトラフィックのための接続を提供するステップと、少なく
とも１つのアプリケーション又はコンテナを、集中型ストレージ及びネットワーキングコ
ントローラによって制御されるターゲット物理ストレージ装置にマッピングすることによ
り、アプリケーション又はコンテナが別のコンピュータシステムに移動する際に、アプリ
ケーション又はコンテナが、ターゲット物理ストレージが接続されたホストコンピュータ
のオペレーティングシステムの介入を伴わずにターゲット物理ストレージにアクセスでき
るようにするステップとを含む。
【００３７】
　様々な例示的かつ非限定的な実施形態によれば、ネットワークのサービス品質（ＱｏＳ
）を提供する方法が、集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラを提供して、
ゲートウェイが、ホストコンピュータのＣＰＵ上で実行されるオペレーティングシステム
の介入、ハイパーバイザの介入、又はその他のソフトウェアの介入を伴わずに装置のスト
レージコンポーネントとネットワーキングコンポーネントとの間のネットワークトラフィ
ック及びストレージトラフィックのための接続を提供するステップと、集中型ストレージ
及びネットワーキングコントローラによって処理されるストレージトラフィック及びネッ
トワークトラフィックの少なくとも一方に基づいて、ホストコンピュータのＣＰＵ上で実
行されるオペレーティングシステムの介入、ハイパーバイザの介入、又はその他のソフト
ウェアの介入を伴わずにストレージ及びネットワーキングコントローラが展開されたデー
タ経路を有するネットワークに関連する少なくとも１つのサービス品質（ＱｏＳ）パラメ
ータを管理するステップとを含む。
【００３８】
　ＱｏＳは、帯域幅パラメータ、ネットワークレイテンシパラメータ、ＩＯ性能パラメー
タ、スループットパラメータ、ストレージタイプパラメータ及びストレージレイテンシパ
ラメータのうちの１つ又は２つ以上などの様々なパラメータに基づくことができる。Ｑｏ
Ｓは、集中型ストレージ及びネットワークコントローラを介してストレージによってサー
ビスを受けるアプリケーション及びコンテナの少なくとも一方がホストコンピュータから
別のコンピュータに移動する際に自動的に維持することができる。同様に、ＱｏＳは、集
中型ストレージ及びネットワークコントローラを介してアプリケーション及びコンテナの
少なくとも一方にサービスを提供する少なくとも１つのターゲットストレージ装置が第１
の位置から別の位置又は複数の位置に移動する際に自動的に維持することができる。例え
ば、要件が増えた際にストレージニーズを満たすように、ストレージ装置をスケーリング
し、或いは異なるストレージ媒体タイプを選択することができる。実施形態では、ネット
ワークトラフィックデータの暗号化、ストレージ装置内のデータの暗号化、又はこれらの
両方などのセキュリティ機能を提供することができる。圧縮、保護レベル（例えば、ＲＡ
ＩＤレベル）、異なるストレージ媒体タイプの使用、グローバル重複排除、並びに目標復
旧時点（ＲＰＯ）及び目標復旧時間（ＲＴＯ）の少なくとも一方を達成するためのスナッ
プショット間隔などの様々なストレージ機能を提供することもできる。
【００３９】
　独立した図を通じて同一又は機能的に同様の要素を同じ参照番号によって示す、以下の
詳細な説明と共に本明細書に組み込まれて本明細書の一部を成す添付図面は、様々な実施
形態をさらに示し、本明細書に開示するシステム及び方法による全ての様々な原理及び利
点を説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】例示的かつ非限定的な実施形態による全体的アーキテクチャを示す図である。
【図２】例示的かつ非限定的な実施形態によるコンピュータシステムを示す図である。
【図３】例示的かつ非限定的な実施形態による集中型ソリューションを示す図である。
【図４】例示的かつ非限定的な実施形態による、集中型ソリューションによって可能にな
る２つのコンピュータシステムを示す図である。
【図５】例示的かつ非限定的な実施形態による集中型コントローラを示す図である。
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【図６】例示的かつ非限定的な実施形態による集中型コントローラの配置を示す図である
。
【図７】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムを示す図である。
【図８】例示的かつ非限定的な実施形態によるフィールドプログラマブルゲートアレイ（
ＦＰＧＡ）を示すブロック図である。
【図９】例示的かつ非限定的な実施形態によるコントローラカードのアーキテクチャを示
す図である。
【図１０】例示的かつ非限定的な実施形態によるソフトウェアスタックを示す図である。
【図１１】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムにわたるアプリケーショ
ンコンテナの移動を示す図である。
【図１２】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムにわたるアプリケーショ
ンコンテナの移動を示す図である。
【図１３】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムにわたるアプリケーショ
ンコンテナの移動を示す図である。
【図１４】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムにわたるアプリケーショ
ンコンテナの移動を示す図である。
【図１５】例示的かつ非限定的な実施形態による複数のシステムにわたるアプリケーショ
ンコンテナの移動を示す図である。
【図１６】例示的かつ非限定的な実施形態によるパケット送信を示す図である。
【図１７】例示的かつ非限定的な実施形態によるストレージアクセススキームを示す図で
ある。
【図１８】例示的かつ非限定的な実施形態によるファイルシステムの動作を示す図である
。
【図１９】例示的かつ非限定的な実施形態による分散ファイルサーバの動作を示す図であ
る。
【図２０】例示的かつ非限定的な実施形態による高性能分散ファイルサーバ（ＤＦＳ）を
示す図である。
【図２１】例示的かつ非限定的な実施形態によるシステムを示す図である。
【図２２】例示的かつ非限定的な実施形態によるホストを示す図である。
【図２３】例示的かつ非限定的な実施形態によるデータブロックにアクセスするアプリケ
ーションを示す図である。
【図２４】例示的かつ非限定的な実施形態によるデータブロックにアクセスするアプリケ
ーションを示す図である。
【図２５】例示的かつ非限定的な実施形態によるシステムを示す図である。
【図２６】例示的かつ非限定的な実施形態による方法を示す図である。
【図２７】例示的かつ非限定的な実施形態による方法を示す図である。
【図２８】例示的かつ非限定的な実施形態による方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　当業者であれば、図中の要素は単純性及び明確性を目的として示しており、必ずしも縮
尺通りではないと理解するであろう。例えば、図中の要素には、本明細書に開示するシス
テム及び方法の実施形態をより良く理解する役に立つように他の要素に対して寸法を誇張
しているものもある。
【００４２】
　以下、添付図面及び添付書類を参照しながら本開示の様々な例示的かつ非限定的な実施
形態を説明することによって本開示を詳細に説明する。しかしながら、本開示は多くの異
なる形で具体化することができ、本明細書に示す例示的な実施形態に限定されると解釈す
べきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示を徹底的なものとして当業者に本開
示の概念を十分に伝えるように提供するものである。本開示の実際の範囲を確認するには
、特許請求の範囲を参照すべきである。
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【００４３】
　本明細書に開示するシステム及び方法による実施形態を詳細に説明する前に、これらの
実施形態は、主に集中型ネットワーキング及びストレージに関連する方法ステップ及び／
又はシステムコンポーネントの組み合わせの形で存在することを認められれたい。従って
、当業者に容易に明らかになる詳細によって本開示が曖昧にならないように、図面には、
必要に応じてこれらのシステムコンポーネント及び方法ステップを従来の記号によって表
し、本明細書に開示するシステム及び方法の実施形態を理解することに関する特定の詳細
のみを示している。
【００４４】
　図３に示すように、集中型ソリューション３００は、３つの重要な態様を含むことがで
き、ハードウェア、ソフトウェアモジュール及び機能の組み合わせを含むハードウェア装
置で実装することができる。第１に、ネットワークコントローラ１１８とストレージコン
トローラ１１２の間にカットスルーデータ経路３０４を提供することにより、ストレージ
とネットワークとの間のアクセスを、ＯＳスタック１０８、ＰＣＩｅバス１１０又はＣＰ
Ｕ１０６のいずれの介入も必要とせずに直接的に行えるようにすることができる。第２に
、ストレージとローカルホスト上のエンティティとの間のアクセスなどの、ストレージ装
置３０２などへのカットスルーストレージスタックアクセスを提供して、ストレージにア
クセスするためにＳＣＳＩ／ＳＡＳ／ＳＡＴＡスタックなどの複雑なレガシーソフトウェ
アスタックを迂回できるようにすることができる。第３に、ネットワークを横切るデータ
転送を予約及びスケジュールする機構などによってネットワークのエンドツーエンド輻輳
管理及びフロー制御を提供することにより、ターゲットのデータを遠隔イニシエータが利
用できることを保証して、中間ネットワークファブリックスイッチを流れる際のトラフィ
ックの輻輳を最小化することができる。第１及び第２の態様は、データ経路からソフトウ
ェアスタック（従って、ＣＰＵ１０６及びメモリ）を削除し、冗長又は不要な動き及び処
理を排除する。エンドツーエンド輻輳管理及びフロー制御は、確定的で信頼性の高いデー
タ転送を提供する。
【００４５】
　上述したように、集中型ソリューション３００の１つの利点は、オペレーティングシス
テムスタック１０８が従来のＰＣＩｅ１１０又は同様のバスを介して集中型ソリューショ
ン３００に接続することにより、たとえ物理ストレージが遠隔地に存在する場合でも、Ｏ
Ｓスタック１０８が、集中型ソリューション３００と、ストレージ装置３０２へのカット
スルーを通じて制御するあらゆるストレージとを１又は２以上のローカルな永続装置とし
て見るようになる点である。とりわけ、この利点は、ＤＡＳ３０８を仮想化する能力を含
み、この能力は、ファブリックを介してＤＡＳ３０８を仮想化し、すなわちＤＡＳ３０８
ストレージシステムを取り出し、コンピュータシステム１０２の外部に動かしてネットワ
ーク上に置くことを含むことができる。集中型ソリューション３００のストレージコント
ローラ１１２は、ＳＡＳ、ＳＡＴＡ又はＮＶＭｅなどの様々な既知のプロトコルを介して
ネットワーク１２２上のＤＡＳ３０８に接続して制御することができる。実施形態では、
仮想化が、ＤＡＳ３０８を任意の名前空間に分割することを含むことができる。実施形態
では、オペレーティングシステムが、仮想ＤＡＳ３０８に実際のローカル物理ＤＡＳであ
るかのようにアクセスすることができ、例えばＯＳ１０８が、ＮＶＭｅなどの標準プロト
コルを介し、ＰＣＩｅバス１１０を介して集中型ソリューション３００のストレージコン
トローラ１１２にアクセスすることができる。この場合も、ＯＳ１０８は、ソリューショ
ン３００全体をＤＡＳなどのローカル物理装置として見る。従って、本明細書では、たと
え実際にはストレージがネットワーク１２２を介してアクセスされる場合でも、ＯＳ１０
８があらゆるストレージタイプをＤＡＳと見なし、ＯＳ１０８がローカル物理ストレージ
の場合に必要とされる以外のことを行う必要がないようにする（ＤＡＳ及びＳＡＮ３１０
などの他のストレージタイプを含む）ストレージ仮想化能力を提供する。ストレージ装置
３０２がＳＡＮ３１０ストレージである場合、集中型ソリューションのストレージコント
ローラ１１２は、インターネットスモールコンピュータシステムインターフェイス（ｉＳ
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ＣＳＩ）、ファイバチャネル（ＦＣ）、又はファイバチャネルオーバイーサネット(登録
商標)（ＦＣｏＥ）などのストレージエリアネットワークに使用するのに適したプロトコ
ルを通じてＳＡＮ３１０を制御することができる。従って、集中型ソリューション３００
は、ＯＳスタック１０８を、とりわけイーサネット(登録商標)、ＳＡＳ、ＳＡＴＡ、ＮＶ
Ｍｅ、ｉＳＣＳＩ、ＦＣ又はＦＣｏＥなどのストレージにおいて使用されている他のプロ
トコルのいずれかから、異なるストレージタイプ及びプロトコルがＰＣＩｅ１１０を介し
てアクセスできるローカルストレージのように見えるようにするＮＶＭｅのような単純な
プロトコルに変換する。さらに、この変換は、（あらゆる種類のターゲットストレージシ
ステムを参照する）ストレージアダプタの仮想化も可能にする。従って、本明細書に開示
する方法及びシステムは、様々なタイプの非ＤＡＳストレージを集中型ネットワーキング
／ターゲットストレージ装置３００内のＤＡＳとして仮想化する方法及びシステムを含む
。実施形態では、ストレージシステムに対して様々なプロトコルを使用すると同時に、ス
トレージ装置をＯＳスタック１０８に対してＤＡＳとして露出して、ＤＡＳとして望まれ
るあらゆるストレージを仮想化することができる。従って、本明細書では、ＮＶＭｅ及び
同様のプロトコルを使用するようなストレージ装置を仮想化し、これらの仮想装置を、Ｓ
ＡＴＡを使用するような異なる物理装置に変換する方法及びシステムを提供する。
【００４６】
　ネットワーク１２２を介したストレージシステム間のトンネル経路がソース又はターゲ
ットコンピュータのオペレーティングシステムに関与しないストレージ／ネットワークト
ンネリング３０４は、いくつかの利点を可能にする。従来のシステムには、別個のストレ
ージ経路とネットワーク経路とが存在し、従ってストレージに遠隔的にアクセスするには
、メモリ、Ｉ／Ｏバスなどとの間で大々的にコピーを行う必要があった。これらの２つの
経路を統合するということは、ストレージトラフィックがネットワークの方に真っ直ぐ進
むということである。プログラミングの単純さが利点である。ユーザは、ＳＡＮ３１０を
別個にプログラムする必要がなく、すなわち本明細書に開示する方法は、ワンステッププ
ログラム可能なＳＡＮ３１０を可能にする。ゾーンの発見及び指定などを必要とせずに、
構成、暗号化、接続及び分離などを中央でプログラム的に行うことができる。一例として
、典型的なＳＡＮは、「イニシエータ」、「ターゲット」、及びイニシエータとターゲッ
トとを接続するスイッチファブリックで構成される。通常、どのイニシエータがどのター
ゲットを見るかは、「ゾーン」と呼ばれるファブリックスイッチによって規定／制御され
る。従って、イニシエータ又はターゲットが移動した場合には、ゾーンを更新する必要が
ある。通常、ＳＡＮの第２の制御部分は「ターゲット」と共に存在する。これらは、どの
イニシエータポートがどの論理ユニット番号（ＬＵＮ）（ターゲットによって露出された
ストレージユニット）を見ることができるかを制御することができる。通常、この制御は
、ＬＵＮマスキング及びＬＵＮマッピングと呼ばれる。この場合も、イニシエータが移動
した場合には「ターゲット」を再プログラムする必要がある。このような環境では、アプ
リケーションが（フェイルオーバ、ロードリバランシングなどに起因して）１つのホスト
から別のホストに移動した場合にゾーニング及びＬＵＮマスキング／マッピングを更新す
る必要がある。或いは、全てのイニシエータが全てのターゲットを見るようにＳＡＮを予
めプログラムしておくこともできる。しかしながら、これを行うと、ＳＡＮをスケーリン
グできずセキュアでなくなる。本開示を通じて説明する別のソリューションでは、アプリ
ケーション、コンテナ又はストレージ装置のこのような移動にＳＡＮの再プログラミング
が必要なく、ゼロタッチソリューションとなる。集中型ソリューション３００によって維
持され実行されるマッピングは、アプリケーション又はコンテナ、ターゲットストレージ
媒体、又はこれらの両方の、ホストＣＰＵ上で実行されるＯＳ、ハイパーバイザ、又はそ
の他のソフトウェアによる介入を伴わない（複数の位置を含めて）個別の移動及びスケー
リングを可能にすることができる。
【００４７】
　ＯＳ１０８がストレージをローカルディスクとして見ることにより、ストレージの単純
な仮想化が可能になる。集中型システム３００は、本明細書に開示する方法及びシステム
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における間接参照のレベルによって、ストレージ媒体の位置だけでなくメディアタイプも
隠すことができる。たとえ実際のストレージが遠隔地に存在し、及び／又はＳＡＮ３１０
などの異なるタイプのものであっても、ＯＳ１０８には、ローカルディスクが存在するこ
としか見えない。従って、集中型ソリューション３００を通じてストレージが仮想化され
、ＯＳ１０８及びアプリケーションを変更する必要はない。通常は複雑なストレージタイ
プを裏で構成するために必要な管理、階層化ポリシー、バックアップポリシー及び保護ポ
リシーなどを全て隠すことができる。
【００４８】
　集中型ソリューション３００は、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）の利点と共
に、直接接続ストレージ（ＤＡＳ）の単純性を可能にする。本明細書に開示する様々な実
施形態における各集中型アプライアンス３００はホストとして機能することができ、あら
ゆるストレージ装置３０２は、特定のホストに固有のものでありながら（ＳＡＮ３１０又
は他のネットワークアクセス可能ストレージと同様に）他のホストからも見えるようにす
ることができる。本開示のネットワーク／ストレージコントローラによって可能になる各
ボックス内のドライブは、ＳＡＮ３１０と同様に挙動する（例えば、ネットワーク上で利
用可能である）が、管理方法は大幅に単純である。ストレージ管理者が通常通りにＳＡＮ
を構成する場合、典型的な企業では、「誰が何を見る」など、部門全体がＳＡＮ３１０の
ゾーン（例えば、ファイバチャネルスイッチ）を構成することがある。この知識は最初か
ら組み込まれていなければならず、ユーザは、ＳＡＮの管理者にＳＡＮを構成する作業を
行うように依頼しなければならない。通常のレガシーなＳＡＮ３１０のアーキテクチャに
はプログラマビリティーが存在しない。本明細書に開示する方法及びシステムは、ネット
ワーク上に存在するローカルユニットを提供するが、これらのローカルユニットは、ゾー
ン定義などのような複雑な管理ステップを踏む必要なく、引き続き自機のストレージにア
クセスすることができる。これらの装置は、ネットワークとストレージの両方を認識する
ことのみによってＳＡＮが行うことを実行することができる。従って、これらは、第１の
プログラム的なＳＡＮを表す。
【００４９】
　ソリューション３００は、ストレージ媒体３０２及びネットワーク１２２の両方を制御
する「集中型ＩＯコントローラ」として説明することができる。この集中型コントローラ
３００は、ストレージコントローラ１１２とネットワークコントローラ（ＮＩＣ）１１８
とを単純に統合したものではない。実際のストレージ機能及びネットワーク機能は、ネッ
トワークインターフェイスとの間をデータがトラバースする際にストレージ機能が実行さ
れるように融合される。これら機能は、後述するＦＰＧＡ（１又は２以上）又はＡＳＩＣ
（１又は２以上）などのハードウェアソリューションにおいて提供することができる。
【００５０】
　図４を参照すると、集中型ソリューション３００によって可能になる２又は３以上のコ
ンピュータシステム１０２は、それぞれのストレージターゲットのホストとしての役割を
果たすことができ、ストレージとネットワークを融合して両インターフェイスを制御する
ことにより、集中型ソリューション３００によって可能になる別のコンピュータシステム
１０２へのポイントツーポイント経路４００又はイーサネット(登録商標)スイッチ４０２
などによって内部バス又はＣＰＵ／ソフトウェアの機能をトラバースすることなく、ネッ
トワーク１２２を介してストレージ装置３０２に遠隔的に直接アクセスすることができる
。最高の性能（高ＩＯＰ及び低レイテンシ）を達成することができる。さらに、この時点
でクラスタ全体にわたってストレージリソース３０２をプールすることができる。図４に
は、このことを点線の楕円形４００によって概念的に示している。
【００５１】
　実施形態では、集中型ソリューション３００を、図１に示すような従来のコンピュータ
システムの様々なコンポーネント、及び図３に関して説明した集中型ＩＯコントローラ３
００と共にホストコンピュータシステム１０２に含めることができる。図５を参照すると
、別の実施形態では、集中型コントローラ３００をトップオブラックスイッチなどのスイ
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ッチ内に配置し、従ってストレージ対応スイッチ５００を可能にすることができる。この
スイッチは、ネットワーク１２２上に存在することができ、従来のコンピュータシステム
１０２のネットワークコントローラなどのネットワークコントローラ１１８によってアク
セスすることができる。
【００５２】
　図６を参照すると、１又は２以上のホストコンピュータシステム１０２、並びに集中型
ソリューション３００によって可能になるシステム１０２と非可能システム１０２とに接
続できるストレージ対応スイッチ５００の両方に集中型コントローラ３００が配置された
システムを展開することができる。上述したように、ホストコンピュータシステム１０２
及びストレージ対応スイッチ５００における（単複の）集中型コントローラ３００のため
のターゲットストレージ３０２は、ネットワークを越えて互いに見えており、例えば仮想
化ソリューションなどへの統一リソースとして扱われる。要するに、本開示の様々な別の
実施形態におけるホストシステム、スイッチ、又はこれらの両方に、同じ装置上における
集中型ネットワーク及びストレージトラフィックの処理を含む知性を配置することができ
る。
【００５３】
　従って、本明細書に開示する実施形態は、スイッチフォームファクタ又はネットワーク
インターフェイスコントローラを含むことができ、或いはこれらの両方は、（ソフトウェ
ア又はハードウェアのいずれかの）ホストエージェントを含むことができる。これらの様
々な展開は、ホスト上及び／又はスイッチ上、及び／又はフロントエンドとバックエンド
との間などにおける仮想化能力の分散を可能にする。いくつかの機能を仮想化するために
レイヤが必要になることもある一方で、ストレージリソースとコンピュータリソースとを
別個にスケーリングできるようにストレージを分離することもできる。また、ブレードサ
ーバ（すなわち、ステートレスサーバ）を可能にすることもできる。かつては高価なブレ
ードサーバ及び接続されたストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）を伴っていた設備を
、代わりにストレージ対応スイッチ５００に接続することができる。実施形態では、この
設備が、リソースがラックレベルで分割される「ラックスケール」アーキテクチャを含む
。
【００５４】
　ストレージの仮想化のどこで間接参照を行うかを選択する方法及びシステムを提供する
。いくつかの機能の仮想化は、ハードウェア（例えば、ホスト１０２上の集中型アダプタ
３００、ストレージ対応スイッチ５００、様々なハードウェアフォームファクタ（例えば
、ＦＰＧＡ又はＡＳＩＣ））及びソフトウェアで行うことができる。本明細書に開示する
方法及びシステムをホストマシン１０２上、トップオブラックスイッチ５００上、又はこ
れらの組み合わせで展開するような異なるトポロジーを利用することができる。仮想化を
行うべき場所の選択に通じる要因としては、使いやすさが挙げられる。ステートレスサー
バを実行したいと望むユーザは、トップオブラックストレージ対応スイッチ５００を好む
と思われる。この方法を気にしないユーザは、ホスト１０２上の集中型コントローラ３０
０を好むと思われる。
【００５５】
　図７は、２つのコンピュータシステム１０２（コンピュータシステム１及びコンピュー
タシステム２）を含む集中型コントローラ３００と、ストレージ対応スイッチ５００とを
用いて可能になる１組のシステムのさらに詳細な図である。ＤＡＳ３０８及びＳＡＮ３１
０などのストレージ装置３０２は、集中型コントローラ３００又はストレージ対応スイッ
チ５００によって制御することができる。ＤＡＳ３０８は、ＳＡＳプロトコル、ＳＡＴＡ
プロトコル又はＮＶＭｅプロトコルのいずれかを使用する場合に制御することができる。
ＳＡＮ３１０は、ｉＳＣＳＩ、ＦＣ又はＦＣｏＥのいずれかを使用する場合に制御するこ
とができる。ストレージコントローラ３００を有するホスト１０２間の接続は、ポイント
ツーポイント経路４００を介したもの、イーサネット(登録商標)スイッチ４０２を介した
もの、又は従来のコンピュータシステムへの接続も提供できるストレージ対応スイッチ５
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００を介したものとすることができる。上述したように、知的集中型コントローラ３００
を含む複数のシステムの各々は、ホストとしての役割と、他のホストが見るストレージタ
ーゲットロケーションとしての役割とを果たすことにより、コンピュータシステム１０２
のオペレーティングシステム１０８のために単一のストレージクラスタとして取り扱われ
るオプションを提供することができる。
【００５６】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、ハードウェア集中型コントローラ３００内で
、任意に集中型ネットワークアダプタ／ストレージアダプタアプライアンス３００内で具
体化されるネットワーキング機能及びストレージ機能の仮想化及び／又は間接参照を含む
。仮想化は、あるレベルの間接参照であり、プロトコルは、別のレベルの間接参照である
。本明細書に開示する方法及びシステムは、多くのオペレーティングシステムがローカル
ストレージを処理するために使用するのに適したＮＶＭｅなどのプロトコルを、ＳＡＳ、
ＳＡＴＡなどの別のプロトコルに変換することができる。ＮＶＭｅなどの一貫したインタ
ーフェイスをＯＳ１０８に露出することができ、集中型コントローラ３００の他方の側で
は、コスト効率の高いストレージ媒体３０２であれば何にでも変換することができる。こ
のことは、ユーザに価格上／性能上の利点を与える。コンポーネントが安い／速い場合に
は、これらのうちのいずれかのコンポーネントを接続することができる。集中型コントロ
ーラ３００の側は、ＮＶＭｅを含むあらゆる種類のストレージに面することができる。さ
らに、ストレージ媒体タイプは、以下に限定されるわけではないが、ＨＤＤ、（ＳＬＣ、
ＭＬＣ又はＴＬＣフラッシュベースの）ＳＳＤ、ＲＡＭ、その他、又はこれらの組み合わ
せのいずれかとすることができる。
【００５７】
　実施形態では、集中型コントローラを、ＮＶＭｅ仮想機能を仮想化し、イーサネット(
登録商標)スイッチ４０２を介してＮＶＭｅを通じてストレージ対応スイッチ５００に接
続されたような遠隔ストレージ装置３０２へのアクセスを提供するように適合させること
ができる。従って、集中型ソリューション３００は、ＮＶＭｅオーバイーサネット(登録
商標)７００、すなわちＮＶＭｅｏＥの使用を可能にする。従って、本明細書に開示する
方法及びシステムは、ＮＶＭｅオーバイーサネット(登録商標)の提供を含む。これらの方
法は、集中型コントローラ３００及び／又はストレージ対応スイッチ５００によって可能
になるホストコンピュータシステム１０２などの装置間で使用されるトンネリングプロト
コルの基礎になり得る。ＮＶＭｅは、従来ローカルＰＣＩｅ１１０に進むように意図され
ている好適なＤＡＳプロトコルである。本明細書に開示する実施形態は、イーサネット(
登録商標)を介してＮＶＭｅプロトコルトラフィックをトンネリングすることができる。
ＮＶＭｅ（不揮発性メモリエクスプレス）は、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)及びＷｉｎｄｏｗｓ
においてＰＣＩｅベースのフラッシュへのアクセスを提供するプロトコルである。このプ
ロトコルは、従来のシステムで使用されているソフトウェアスタックを迂回することによ
って高性能をもたらすと同時に、イーサネット(登録商標)を介して他の装置にトンネリン
グされる（ＯＳスタック１０８によって使用されるような）ＮＶＭｅ及びトラフィックを
変換する必要性を回避する。
【００５８】
　図８は、ＩＯコントローラカード上に存在して集中型ソリューション３００の実施形態
を可能にすることができるＦＰＧＡ８００のブロック図である。なお、単一のＦＰＧＡ８
００を示しているが、様々な機能ブロックは、複数のＦＰＧＡ、１又は２以上の顧客特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などにまとめることもできる。例えば、別個の（ただし相
互接続されている）ＦＰＧＡ又はＡＳＩＣにおいて、様々なネットワーキングブロック及
び様々なストレージブロックを取り扱うことができる。本開示を通じて、ＦＰＧＡ８００
についての言及は、文脈によって別途示されている場合を除き、図８に反映する機能及び
同様の機能を可能にすることができる他の形態ハードウェアも含むと理解されたい。また
、ネットワーキング機能及び／又はストレージ機能などのいくつかの機能グループは、マ
ーチャントシリコン内に具体化することもできる。
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【００５９】
　図８のＦＰＧＡ８００の実施形態は、４つの主なインターフェイスを有する。第１に、
ホストコンピュータ１０２のＰＣＩｅバス１１０などへのＰＣＩｅインターフェイスが存
在する。従って、このカードはＰＣＩｅエンドポイントである。第２に、ＤＲＡＭ／ＮＶ
ＲＡＭインターフェイスが存在する。例えば、外部ＤＲＡＭ又はＮＶＲＡＭに、組み込み
ＣＰＵ、メタデータ及びデータ構造、並びにパケット／データバッファリングによって使
用されるＤＤＲインターフェイスを提供することができる。第３に、ＤＡＳ３０８及びＳ
ＡＮ３１０などの、媒体へのストレージインターフェイスが存在する。ストレージインタ
ーフェイスは、ＳＡＳ、ＳＡＴＡ、ＮＶＭｅ、ｉＳＣＳＩ、ＦＣ及び／又はＦＣｏＥのた
めのインターフェイスを含むことができ、実施形態では、ＳＡＮ３１０のようなネットワ
ーク対応ストレージに固有の、又はネットワーク対応ストレージへのカットスルーを介し
た、回転媒体、フラッシュ又はその他の永続的形態のストレージへのいずれかのインター
フェイスとすることができる。第４に、ネットワークファブリックへのイーサネット(登
録商標)などのネットワークインターフェイスが提供される。ＮＶＭｅオーバイーサネッ
ト(登録商標)を可能にするには、ストレージインターフェイス及びネットワークインター
フェイスを部分的に使用することができる。
【００６０】
　ＦＰＧＡ８００の内部機能は、集中型ソリューション３００のいくつかの有効化機能、
及び全体を通じて説明する本開示の他の態様を含むことができる。ホストには、一連の仮
想エンドポイント（ｖＮＶＭｅ）８０２を提供することができる。これにより、ネットワ
ークインターフェイスに使用されるＳＲ－ＩＯＶプロトコルと同様に、ホストに仮想スト
レージターゲットが提供される。このＦＰＧＡ８００の実施形態では、ＮＶＭｅが低ソフ
トウェアオーバヘッドの利点を有し、これによってさらに高性能がもたらされる。仮想Ｎ
ＶＭｅデバイス８０２には、割り当て／割り当て解除／移動及びサイズ変更を動的に行う
ことができる。ＳＲ－ＩＯＶと同様に、ＰＣＩｅドライバ１１０（以下を参照）にインタ
ーフェイス接続する１つの物理的機能（ＰＦ）８０６と、各々がＮＶＭｅデバイスのよう
に見える複数の仮想機能８０７（ＶＦ）とが存在する。
【００６１】
　ＦＰＧＡ８０２の機能には、本明細書ではＤＭＡエンジン８０４と呼ぶこともある１又
は２以上の読み取り及び書き込み直接メモリアクセス（ＤＭＡ）キュー８０４も提供され
る。これらは、割り込みキュー、ドアベル及びその他の標準機能を含んでホストコンピュ
ータシステム１０２との間でＤＭＡを実行することができる。
【００６２】
　ＦＰＧＡ８００の装置マッピング機構８０８は、仮想ＮＶＭｅデバイス８０２の位置を
特定することができる。この位置は、任意に局所的に存在する（すなわち、図示のストレ
ージ媒体インターフェイス８２４の１つに接続される）ことも、或いはストレージコント
ローラ３００の別のホスト１０２上に遠隔的に存在することもある。遠隔ｖＮＶＭｅデバ
イスにアクセスするには、トンネル８２８を通じてネットワーク１２２に進む必要がある
。
【００６３】
　ＮＶＭｅ仮想化機構８１０は、ＮＶＭｅプロトコル命令及び動作を、ＤＡＳ３０８を使
用する場合にはＳＡＳ又はＳＡＴＡなどの（バックエンドストレージ媒体３０２のＮＶＭ
ｅを使用する場合には変換は不要）、或いはバックエンドでＳＡＮ３１０ストレージを使
用する場合にはｉＳＣＳＩ、ＦＣ又はＦＣｏＥなどの、バックエンドストレージ媒体３０
２の対応するプロトコル及び動作に変換することができる。本明細書におけるバックエン
ドについての言及は、集中型コントローラ３００のホスト１０２とは逆の側を意味する。
【００６４】
　データ変換機能８１２は、ストレージ媒体３０２にデータが記憶された時に、このデー
タをフォーマットすることができる。これらの動作は、書き換え、変換、圧縮、（ＲＡＩ
Ｄなどの）保護、暗号化、及び適用可能なタイプのターゲットストレージ媒体３０８によ
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って処理されるために必要なあらゆる方法でのデータフォーマットの変更を含むその他の
機能を含むことができる。いくつかの実施形態では、ストレージ媒体３０８が遠隔地に存
在することができる。
【００６５】
　実施形態では、ストレージ読み取りキュー及び書き込みキュー８１４が、転送中の中継
データのデータ構造又はバッファリングを含むことができる。実施形態では、（ＦＰＧＡ
８００から離れて存在ことができる）ＮＶＲＡＭのＤＲＡＭなどの一時ストレージ装置を
使用してデータを一時的に記憶することができる。
【００６６】
　ローカルストレージスケジューラ及びシェイパー８１８は、ストレージ媒体３０２への
アクセスを優先させて制御することができる。スケジューラ及びシェイパー８１８では、
ストリクトプライオリティー、重み付きラウンドロビンスケジューリング、ＩＯＰシェイ
パー、並びにキュー毎、イニシエータ毎、ターゲット毎又はｃグループ毎などに適用でき
るポリサーを含むことができる、ローカルストレージのためのあらゆる適用可能なＳＬＡ
ポリシーを実行することができる。
【００６７】
　データ配置機構８２０は、ストレージ媒体３０２上でどのようにデータをレイアウトす
るかを決定するアルゴリズムを実装することができる。このアルゴリズムは、媒体全体に
わたるストライピング、単一の装置３０２へのローカライジング、装置３０２のサブセッ
トの使用、又は装置３０２の特定のブロックへのローカライジングなどの、当業者に周知
の様々な配置スキームを伴うことができる。
【００６８】
　ストレージメタデータ管理機構８２２は、データ配置、ブロックｉノード及びオブジェ
クトｉノード、圧縮、重複排除及び保護のためのデータ構造を含むことができる。メタデ
ータは、ＦＰＧＡ８００から離れたＮＶＲＡＭ／ＤＲＡＭ、又はストレージ媒体３０２の
いずれかに記憶することができる。
【００６９】
　複数の制御ブロック８２４は、ストレージ媒体へのインターフェイスを提供することが
できる。これらの制御ブロックは、他の考えられる制御ブロックの中でも特に、適当なタ
イプのターゲットストレージ媒体３０２に必要な場合毎に、ＳＡＳ、ＳＡＴＡ、ＮＶＭｅ
、ＰＣＩｅ、ｉＳＣＳＩ、ＦＣ及び／又はＦＣｏＥを含むことができる。
【００７０】
　ＦＰＧＡ８００のストレージネットワークトンネル８２８は、本開示を通じて集中型ソ
リューション３００に関連して説明するトンネリング／カットスルー能力を提供すること
ができる。とりわけ、トンネル８２８は、ストレージトラフィックとネットワークトラフ
ィックとの間のゲートウェイを提供する。これには、カプセル化／脱カプセル化又はスト
レージトラフィック、データの書き換え及びフォーマット、及びデータ転送のエンドツー
エンド調整が含まれる。この調整は、ホストコンピュータシステム１０２又は複数のコン
ピュータシステム１０２内の、図４に関連して説明したポイントツーポイント経路４０４
などのためのノードを横切るＦＰＧＡ８００間の調整とすることができる。シーケンス番
号、パケット喪失、タイムアウト及び再送信などの様々な機能を実行することができる。
トンネリングは、ＦＣｏＥ又はＮＶＭｅｏＥによるものを含め、イーサネット(登録商標)
を介して行うことができる。
【００７１】
　仮想ネットワークインターフェイスカード機構８３０は、仮想ネットワークインターフ
ェイスカードとして提供されるホスト１０２への複数のＳＲ－ＩＯＶエンドポイントを含
むことができる。１つの物理的機能（ＰＦ）８３６は、ＰＣＩｅドライバ１１０（以下の
ソフトウェアの説明を参照）と、各々がネットワークインターフェイスカード（ＮＩＣ）
１１８のように見える複数の仮想機能（ＶＦ）８３７とに接続することができる。
【００７２】



(22) JP 2017-512350 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

　一連の受信／送信ＤＭＡキュー８３２は、割り込みキュー、ドアベル及びその他の標準
機能を含んでホスト１０２との間でＤＭＡを実行することができる。
【００７３】
　分類子及びフロー管理機構８３４は、典型的にはＩＥＥＥ標準８０２．１Ｑサービスク
ラス（ＣＯＳ）マッピング、又はその他の優先順位レベルへの標準的なネットワークトラ
フィック分類を実行することができる。
【００７４】
　アクセス制御及び書き換え機構８３８は、典型的にはイーサネット(登録商標)タプル（
ＭＡＣ　ＳＡ／ＤＡ、ＩＰ　ＳＡ／ＤＡ、ＴＣＰポートなど）上でパケットの再分類又は
書き換えを行うように動作するアクセス制御リストを含むアクセス制御リスト（ＡＣＬ）
及び書き換えポリシーに対処することができる。
【００７５】
　転送機能８４０は、レイヤ２（Ｌ２）又はレイヤ３（Ｌ３）機構などを通じてパケット
の宛先を決定することができる。
【００７６】
　一連のネットワーク受信及び送信キュー８４２は、データ構造又はネットワークインタ
ーフェイスへのバッファリングに対処することができる。パケットデータには、ＦＰＧＡ
８００から離れたＤＲＡＭを使用することができる。
【００７７】
　ネットワーク／リモートストレージスケジューラ及びポリサー８４４は、優先順位を提
供してネットワークインターフェイスへのアクセスを制御することができる。ここでは、
ストリクトプライオリティー、重み付きラウンドロビン、ＩＯＰシェイパー及び帯域幅シ
ェイパー、並びにキュー毎、イニシエータ毎、ターゲット毎、Ｃグループ毎、又はネット
ワークフローベース毎などのポリサーを含むことができる、リモートストレージ及びネッ
トワークトラフィックのためのＳＬＡポリシーを実行することができる。
【００７８】
　ローカルネットワークスイッチ８４８は、宛先がＦＰＧＡ８００又はホスト１０２に固
有のものである場合、トラフィックがＦＰＧＡ８００から出てネットワークファブリック
１２２に進まなくても済むように、ＦＰＧＡ内のキュー間でパケットを転送することがで
きる。
【００７９】
　エンドツーエンド輻輳制御／クレジット機構８５０は、ネットワーク輻輳を防ぐことが
できる。この動作は、２つのアルゴリズムを用いて行われる。第１に、リモートＦＰＧＡ
８００を含むエンドツーエンド予約／クレジット機構が存在することができる。この機構
は、直ぐにデータを受け入れることができる場合にリモートＦＰＧＡ８００がストレージ
転送を可能にするＳＣＳＩ転送準備機能に類似することができる。同様に、ＦＰＧＡ８０
０が転送を要求した場合、ローカルＦＰＧＡ８００は、リモートＦＰＧＡ８００にクレジ
ットを割り当てる。ここでも、リモートストレージのためのＳＬＡポリシーを実行するこ
とができる。第２に、Ｎｉｃｋ　ＭｃＫｅｏｗｎ著、「入力キュースイッチのためのｉＳ
ＬＩＰスケジューリングアルゴリズム（Ｔｈｅ　ｉＳＬＩＰ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ａ
ｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｐｕｔ－Ｑｕｅｕｅｓ　Ｓｗｉｔｃｈｅｓ）」、ＩＥＥ
Ｅ／ＡＣＭ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＯＮ　ＮＥＴＷＯＲＫＩＮＧ　第７巻、第２号
、１９９９年４月、において提案されている入力キューのためのｉＳＬＩＰアルゴリズム
などの反復ラウンドロビンアルゴリズムなどの分散スケジューリングアルゴリズムが存在
することができる。このアルゴリズムは、中間ネットワークファブリックをクロスバーと
して用いてクラスタ全体にわたって実行することができる。
【００８０】
　書き換え、タグ及びＣＲＣ機構８５２は、適当なタグ及びＣＲＣ保護を用いてパケット
をカプセル化／脱カプセル化することができる。
【００８１】
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　ＭＡＣインターフェイスなどの一連のインターフェイス８５４は、イーサネット(登録
商標)へのインターフェイスを提供することができる。
【００８２】
　一連の組み込みＣＰＵ及びキャッシュコンプレックス８５８は、ローカルホスト及びネ
ットワークリモートＦＰＧＡ８００との間でプロセス制御プラン、例外処理、及びその他
の通信を実行することができる。
【００８３】
　ＤＤＲコントローラなどのメモリコントローラ８６０は、外部ＤＲＡＭ／ＮＶＲＡＭの
コントローラとして機能することができる。
【００８４】
　本明細書では、ＦＰＧＡ８００による１つの例において具体化される集中型ソリューシ
ョン３００によって提供される機能を統合した結果、ストレージの開始とストレージのタ
ーゲティングとを単一のハードウェアシステムに組み合わせる方法及びシステムを提供す
る。実施形態では、これらをＰＣＩｅバス１１０によって接続することができる。単一の
ルート仮想化機能（ＳＲ－ＩＯＶ）などを適用し、いずれかの標準的な装置（例えば、い
ずれかのストレージ媒体３０２装置）を選択して数百個のこのような装置であるかのよう
に機能させることができる。本明細書に開示する実施形態は、ＳＲ－ＩＯＶのようなプロ
トコルを用いて物理ストレージアダプタの複数の仮想インスタンスを生じることを含む。
ＳＲ－ＩＯＶは、Ｉ／Ｏ機能を仮想化するＰＣＩｅ標準であり、ネットワークインターフ
ェイスに使用されてきたが、本明細書に開示する方法及びシステムは、ＳＲ－ＩＯＶをス
トレージ装置に使用するように拡張する。従って、本明細書では仮想ターゲットストレー
ジシステムが提供される。実施形態では、仮想ターゲットストレージシステムが、異なる
媒体をＤＡＳ３１０などの１又は複数のディスクであるかのように取り扱うことができる
。
【００８５】
　本明細書に開示する方法及びシステムの実施形態は、実施形態によって可能になるＦＰ
ＧＡ８００のように、仮想化されて動的に割り当てられたＮＶＭｅデバイスを提供するこ
とを含むこともできる。実施形態では、通常のＮＶＭｅプロトコルを重畳させることもで
きるが、ＮＶＭｅデバイスを分割し、仮想化して動的に割り当てることもできる。実施形
態では、ソフトウェア内にフットプリントは存在しない。オペレーティングシステム１０
８は、同じ又はほぼ同じ状態を保つ（場合によっては、集中型ネットワーク／ストレージ
カード３００を見る小型ドライバを有する）。この結果、仮想ストレージは、直接接続さ
れたディスクにように見えるが、このようなストレージ装置３０２をネットワーク１２２
にわたってプールできる点が異なる。
【００８６】
　本明細書では、ＮＶＭｅの仮想化を実装する方法及びシステムを開示する。どれほど多
くのソースがどれほど多くの宛先に関連しているかに関わらず、ソースからのデータがハ
ブに入る前に最初にシリアル化される限り、ハブは、指定された宛先に順にデータを分配
する。そうだとした場合、ＤＭＡキュー８０４、８３２などのデータトランスポートリソ
ースを１回のみのコピーに低減することができる。この開示は、様々な使用シナリオを含
むことができる。１つのシナリオでは、ＮＶＭｅ仮想機能（ＶＦ）について、これらが全
て同じＰＣＩｅバス１１０に接続された場合、どれほど多くのＶＦ８０７が構成されるか
に関わらず、データはこのＶＦのプール８０７内に順に到来し、従ってＤＭＡエンジン８
０４は１つしか存在せず、（制御情報のため）１つのストレージブロックしか必要ない。
【００８７】
　別の使用シナリオでは、離散ディスク／コントローラのプールを有するディスクストレ
ージシステムについて、物理的バス、すなわちＰＣＩｅ１１０からデータが生じた場合、
データはこのディスクのプール内に連続して到来するので、プール内にどれほど多くのデ
ィスク／コントローラが存在するかに関わらず、ＤＭＡエンジン８０４などのトランスポ
ートリソースをコントローラ毎に１つではなく１つのみに低減することができる。
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【００８８】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、集中型ネットワーク／ストレージアダプタ３
００の仮想化を含むこともできる。トラフィックの観点から、システムを１つに組み合わ
せることができる。ストレージアダプタとネットワークアダプタとを組み合わせて仮想化
に追加すれば大きな利点が得られる。すなわち、２つのＰＣＩｅバス１１０を含む単一の
ホスト１０２が存在する。ＰＣＩｅ１１０からルーティングを行うには、リモートダイレ
クトメモリアクセス（ＲＤＭＡ）のようなシステムを用いて別のマシン／ホスト１０２に
到達させることができる。これを別個に行った場合、ストレージのＲＤＭＡシステムとネ
ットワークＲＤＭＡシステムとを別個に構成する必要がある。それぞれを結合して２つの
異なる場所で構成する必要がある。集中型ソリューション３００では、これがＲＤＭＡで
あり、他のどこかに別のファブリックが存在するとすれば、ストレージとネットワーキン
グの組み合わせを用いてこれらの２つを単一ステップで構成できるので、ＱｏＳを構成す
るステップ全体がゼロタッチ処理である。すなわち、ストレージが分かれば、ＱｏＳをネ
ットワーク上に別個に構成する必要はない。従って、集中型ソリューション３００により
、ＲＤＭＡソリューションのためのネットワーク及びストレージのシングルステップ構成
が可能になる。
【００８９】
　再び図４を参照すると、図８に関して説明したようなＦＰＧＡ８００又は同様のハード
ウェアによってリモートアクセスが可能になる。図４では、仮想化境界を点線４０８によ
って示している。この線よりも左側では、オペレーティングシステム１０８に仮想ストレ
ージ装置（例えばＮＶＭｅ８０２）及び仮想ネットワークインターフェイス８３０が示さ
れる。オぺレーティングシステムは、これらが仮想装置であることが分からない。仮想化
境界４０８の右側には、（例えば、上述したＳＡＴＡ又はその他のプロトコルを使用する
）物理ストレージ装置３０２及び物理的ネットワークインターフェイスが存在する。スト
レージ仮想化機能は、図８のｖＮＶＭｅ８０２及びＮＶＭｅ仮想化機構８１０によって実
行される。ネットワーク仮想化機能は、ｖＮＩＣ機構８３０によって実行される。物理ス
トレージ媒体の位置も、オペレーティングシステム１０８から隠されている。サーバ全体
にわたる物理的ディスク３０２をプールして遠隔的にアクセスできることが効率的である
。オペレーティングシステム１０８は、ストレージ媒体３０２（このストレージ媒体３０
２は仮想装置であるが、オペレーションシステム１０８は物理的装置として見る）に読み
取り又は書き込みトランザクションを発行する。物理ストレージ媒体３０２がたまたま遠
隔地に存在する場合、読み取り／書き込みトランザクションは、正しい物理的位置にマッ
ピングされ、カプセル化され、イーサネット(登録商標)を通じてトンネリングされる。こ
のプロセスは、図８の装置マッピング機構８０８、ＮＶＭｅ仮想化機構８１０、データ変
換機構８１２及びストレージネットワークトンネル８２８によって実行することができる
。ターゲットサーバ（第２のコンピュータシステム）は、ストレージ読み取り／書き込み
をアントンネリングして、そのローカルストレージ媒体３０２に直接アクセスする。トラ
ンザクションが書き込みである場合、媒体３０２にデータが書き込まれる。トランザクシ
ョンが読み取りである場合、データが準備され、オリジンサーバにマッピングされ、カプ
セル化され、イーサネット(登録商標)を通じてトンネリングされる。オリジンオペレーテ
ィングシステム１０２にトランザクション完了が到着する。従来のシステムでは、これら
のステップが、ストレージ要求を処理するためのソフトウェアの介入、データフォーマッ
ト及びネットワークアクセスを必要とする。図示のように、これらの複雑なソフトウェア
ステップは全て回避される。
【００９０】
　図９は、本開示を通じて説明する集中型ソリューション３００の１つの実施形態として
のコントローラカード９０２のアーキテクチャの簡略ブロック図である。コントローラカ
ード９０２は、例えば、Ｇｅｎ３×１６カードなどの標準的なフルハイト、ハーフレング
スのＰＣＩｅカードとすることができる。しかしながら、非標準的なカードサイズも容認
可能であり、様々なタイプのターゲットシャーシに収まるようなサイズであることが好ま
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しい。ＰＣＩｅのフォームファクタは、ＰＣＢ上で使用するスタックアップ及びレイヤを
制限する。
【００９１】
　コントローラカード９０２は、２ＲＵ、４ノードシャーシなどの汎用シャーシのアドオ
ンカードとして使用することができる。シャーシの（スレッドと呼ばれる）各ノードの典
型的な幅は、１ＲＵ及び６．７６”である。通常、このマザーボードは、背面付近にＰＣ
Ｉｅ　Ｇｅｎ３×１６コネクタを提供することができる。コントローラカード９０２は、
ライザーカードを用いてマザーボードの上部に取り付けることができ、従ってカードとマ
ザーボードの間の間隙は、概ねスロット幅に制限することができる。
【００９２】
　実施形態では、ＰＣＩコネクタによって供給される最大電力が７５Ｗである。コントロ
ーラカード９０２は、約６０Ｗ以下を消費することができる。
【００９３】
　このシャーシは良好な空気流を提供することができるが、この例では、デュアルＸｅｏ
ｎプロセッサ及び１６ＤＩＭＭによって空気が温められるので、カードは、周囲温度が１
０℃上昇することを予想すべきである。ほとんどのサーバの最大周囲温度は３５℃であり
、従ってコントローラカード９０２における大気温度は、状況によっては４５℃以上にな
る可能性がある。熱対策の一部として、カスタムヒートシンク及びバッフルを検討するこ
とができる。
【００９４】
　図９に示すコントローラカード９０２の実施形態には、データパスＦＰＧＡ又はデータ
パスチップ９０４、及びネットワーキングＦＰＧＡ又はネットワーキングチップ９０８と
いう２つのＦＰＧＡを示している。
【００９５】
　データパスチップ９０４は、ＰＣＩｅコネクタ１１０を介したホストコンピュータ１０
２への接続性を提供する。ホストプロセッサから見れば、コントローラカード９０２は複
数のＮＶＭｅデバイスのように見える。データパスチップ９０４は、ＮＶＭｅを標準的な
ＳＡＴＡ／ＳＡＳプロトコルにブリッジし、この実施形態では、ＳＡＴＡ／ＳＡＳリンク
を介して最大６個の外部ディスクドライブを制御する。なお、ＳＡＴＡは、最大６．０Ｇ
ｂｐｓをサポートし、ＳＡＳは、最大１２．０Ｇｂｐｓをサポートする。
【００９６】
　ネットワーキングチップ９０８は、ＮＩＣデバイス１１８の２つの１０Ｇイーサネット
(登録商標)ポート及びｅＣＰＵ１０１８を２つの外部１０Ｇイーサネット(登録商標)ポー
トに切り換える。ネットワーキングチップ９０８は、仮想化に使用する多くのデータ構造
も含む。
【００９７】
　通常、ホスト１０２のマザーボードは、Ｉｎｔｅｌチップセット内の２つの別個のＰＣ
Ｉｅ　Ｇｅｎ３×８バスに分割できるＰＣＩｅ　Ｇｅｎ３×１６インターフェイスを提供
する。ＰＣＩｅ　Ｇｅｎ３×８バス１１０の一方は、Ｉｎｔｅｌ　ＮＩＣデバイス１１８
に接続される。第２のＰＣＩｅ　Ｇｅｎ３×８バス１１０は、ＰＬＸ　ＰＣＩｅスイッチ
チップ１０１０に接続される。スイッチチップ１０１０のダウンストリームポートは、２
つのＰＣＩｅ　Ｇｅｎ３×８バス１１０として構成される。バス１１０の一方は、ｅＣＰ
Ｕに接続され、第２のバス１１０は、データパスチップ９０４に接続される。
【００９８】
　データパスチップ９０４は、データストレージとして外部メモリを使用する。単一のｘ
７２ＤＤＲ３チャネル１０１２は、ほとんどの状況にとって十分な帯域幅を提供すべきで
ある。ネットワーキングチップ９０８も、データストレージとして外部メモリを使用し、
単一のｘ７２ＤＤＲ３チャネルは、ほとんどの状況にとって十分と思われる。また、この
データ構造は、不揮発性ＤＩＭＭ（典型的には、データ保持用のエネルギ貯蔵要素として
の内蔵電力切り替え回路及びスーパコンデンサを有するＮＶＤＩＭＭ）などの、高性能及
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び十分な密度を提供するような不揮発性メモリの使用を必要とする。
【００９９】
　ｅＣＰＵ１０１８は、２組のインターフェイスを用いてネットワーキング９０８と通信
する。ｅＣＰＵ１０８は、ＮＶＭｅと同様の通信のためのＰＣＩｅ　Ｇｅｎ２×４インタ
ーフェイスを有する。ｅＣＰＵ１０１８は、Ｌ２スイッチなどを介してネットワーキング
チップ９０８に接続する２つの１０Ｇイーサネット(登録商標)インターフェイスも有する
。
【０１００】
　２つのチップ９０４、９０８の内部設計全体を通じて、ＡＸＩバス１０２０（ＡＲＭチ
ップセットのバス仕様）が使用される。ＡＸＩバス１０２０は、データパスチップ９０４
とネットワーキングチップ９０８との間のシームレスな通信を可能にするためにチップ間
接続に使用される。シリアルインターフェイスであるＸｉｌｉｎａ　Ａｕｒｏｒａ（商標
）プロトコルを物理的レイヤとして使用することができる。
【０１０１】
　ＦＰＧＡ構成の重要要件は、（１）ＰＣＩｅ構成の開始前にデータパスチップ９０４を
準備する（ＱＳＰＩフラッシュメモリ（４倍ＳＰＩバスインターフェイスを含むシリアル
フラッシュメモリ）が十分に高速である）こと、及び（２）好ましくはチップがフィール
ドアップグレード可能であること、である。構成されるフラッシュメモリは、構成ビット
ストリームの少なくとも３つのコピーを記憶できるほど十分に大きいことが好ましい。こ
のビットストリームは、Ｘｉｌｉｎｘ（商標）ＦＰＧＡによって使用される構成メモリパ
ターンを意味する。通常、ビットストリームは不揮発性メモリに記憶され、初期起動中に
ＦＰＧＡを構成するために使用される。ｅＣＰＵ１０１８は、構成フラッシュメモリの読
み取り及び書き込みを行う機構を有することができる。ホスト１０２のプロセッサには、
新たなビットストリームが存在することができる。ｅＣＰＵ１０１８は、フラッシュメモ
リをアップグレードしようと試みる前にセキュリティ及び認証に対処することができる。
【０１０２】
　ネットワーキングサブシステムでは、コントローラカード９０２が、ホストプロセッサ
と外部との間の全てのネットワークトラフィックを処理することができる。ネットワーキ
ングチップ９０８は、ＮＩＣ１１８及び外部からの全てのネットワークトラフィックを傍
受することができる。
【０１０３】
　この実施形態におけるＩｎｔｅｌ　ＮＩＣ１１８は、ネットワーキングチップ９０８に
２つの１０ＧｉｇＥ　ＸＦＩインターフェイス１０２２を接続する。組み込みプロセッサ
も同じことを行う。ネットワーキングチップ９０８は、Ｌ２スイッチング機能を実行して
、２つの外部１０ＧｉｇＥポートにイーサネット(登録商標)トラフィックを送出する。同
様に、着信１０ＧｉｇＥトラフィックは、ＮＩＣ１１８、ｅＣＰＵ１０１８、又はネット
ワーキングチップ９０８の内部ロジックに直接進む。
【０１０４】
　コントローラカード９０２は、２つの外部１０Ｇイーサネット(登録商標)ポートにＳＥ
Ｐ＋光学コネクタを使用することができる。他の実施形態では、カードが、外部ＰＨＹ及
びＲＪ４５コネクタを用いて１０ＧＢＡＳＥ－Ｔをサポートすることができるが、ＳＦＰ
＋とＲＪ４５の切り換えを可能にするために別個のカード又はカスタムパドルカード構成
が必要になり得る。
【０１０５】
　ネットワーキングチップ９０８は、ＬＥＤの動作を含む外部ポート及び光学素子の全て
の管理を制御することができる。従って、ＰＲＳＴ、Ｉ２Ｃ／ＭＤＩＯなどの信号は、Ｎ
ＩＣ１０８の代わりにネットワーキングチップ９０８に接続することができる。
【０１０６】
　ストレージサブシステムでは、データパスチップ９０４が、ミニＳＡＳ　ＨＤコネクタ
を直接駆動することができる。図１０に示すような実施形態では、最新のＳＡＤ規格をサ
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ポートするように、信号を１２Ｇｂｐｓで動作するように設計することができる。
【０１０７】
　ボードスペースを有効に使用するために、２つの×４ミニＳＡＳ　ＨＤコネクタを使用
することができる。たとえ同時に６組の信号しか使用できない場合でも、８組の信号全て
をデータパスチップ９０４に接続することができる。
【０１０８】
　シャーシ上では、高速銅ケーブルを用いてミニＳＡＳ　ＨＤコネクタをマザーボードに
接続することができる。ミニＳＡＳ　ＨＤコネクタの配置では、様々なシャーシの物理的
スペース及びケーブルのルーティングを考慮することができる。
【０１０９】
　コントローラカード９０２への電力は、ＰＣＩｅ×１６コネクタによって供給される。
外部電源接続を使用する必要はない。ＰＣＩ×１６コネクタは、ＰＣＩｅ仕様により、電
源投入後に最大２５Ｗの電力しか供給することができない。コントローラカード９０２は
、ＰＣＩｅの構成後まで２５Ｗ未満を引き出すように設計することができる。従って、初
期電源投入後には、いくつかのインターフェイス及びコンポーネントをリセット状態に保
持する必要がある。コネクタは、構成後に最大７５Ｗの電力を供給することができ、７５
Ｗが３．３Ｖのレールと１２Ｖのレールに分割されるように構成することができる。
【０１１０】
　図１０に、集中型ソリューション３００にインターフェイス接続するドライバ１００２
を含む、ＦＰＧＡ８００によって可能になるようなソフトウェアスタック１０００を示す
。ＮＶＭｅコントローラ１００４は、ＮＶＭｅコントローラの機能を提供してホストに仮
想装置１０１２を割り当てるハードウェア（例えば、ＦＰＧＡ８００）の機能セットであ
る。図１０では、ｄｅｖ１、ｄｅｖ２、ｄｅｖ３が仮想装置１０１２の例であり、それぞ
れコンテナ１０１８ＬＸＣ１、ＬＸＣ２及びＬＸＣ３に動的に割り当てられる。ＮＶＭｅ
－ＳＡＴＡブリッジ１００８は、仮想装置１０１２（ｄｅｖ１、ｄｅｖ２、ｄｅｖ３）を
変換してストレージ装置３０２（例えば、図のＳＳＤ）にマッピングするハードウェアサ
ブシステム（例えば、ＦＰＧＡ８００）の一部である。接続１０１０は、（上述した他の
考えられる接続オプションから）ＳＡＴＡ接続を提供するハードウェアシステムの一部で
ある。イーサネット(登録商標)リンク１２０は、仮想装置１０１２（すなわち、ｄｅｖ１
、ｄｅｖ２、ｄｅｖ３）を、ストレージトンネリングプトロコルを用いてイーサネット(
登録商標)リンク１２０を介して接続された他の（単複の）ホスト１０２に露出すること
ができる。ＰＣＩ－Ｅ（ＮＶＭｅドライバ）１００２は、ストレージ側のハードウェアサ
ブシステムをプログラムして駆動することができる。このドライバ１００２は、ホスト上
でオペレーティングシステム（例えば、この例ではＬｉｎｕｘ(登録商標)ＯＳ）の一部と
して実行することができる。ブロックレイヤ１０１４は、集中型ソリューションのＰＣＩ
ｅドライバ１００２にインターフェイス接続して仮想ストレージ装置１０１２を露出する
ことができる、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)オペレーティングシステムの従来のＳＣＳＩサブシ
ステムとすることができる。コンテナ１０１８（ＬＸＣ１、ＬＸＣ２、ＬＸＣ３）は、仮
想ストレージ装置１０１２（それぞれｄｅｖ１、ｄｅｖ２及びｄｅｖ３）を要求してこれ
らに動的に割り当てることができる。
【０１１１】
　図１１～図１５に、複数のシステム１０２にわたるアプリケーションコンテナ１０１８
（例えば、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)コンテナ）の移動例を、最初に集中型ソリューション３
００が存在しない場合について、次に集中型ソリューション３００が存在する場合につい
て示す。図１１には、従来のストレージコントローラ１１２と、ＯＳ／ハイパーバイザス
タック１０８内の仮想ソフトウェアをホストするネットワークコントローラ１１８とを有
する２つの従来のコンピュータシステム１０２の例を示す。コンピュータシステム１（Ｃ
１）は、ＣＰＵ、メモリ、従来のストレージコントローラ１１２及びネットワークコント
ローラ１１８を含む、図１に示すものと同様の構成を有する。このシステムは、Ｌｉｎｕ
ｘ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（商標）などのオペレーティング
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システム１０８、及び／又はＸｅｎ、ＶＭｗａｒｅなどのハイパーバイザソフトウェアを
実行して、ネイティブに又は仮想マシン又はコンテナなどの仮想環境を通じて複数のアプ
リケーションをサポートする。このコンピュータシステム１０２では、仮想マシンＶＭ１
　１１０４の内部でアプリケーションＡｐｐ１　１１０２が実行される。仮想化コンテナ
ＬＸＣ１　１１１０及びＬＸＣ２　１１１４内では、アプリケーションＡｐｐ２　１１０
８及びＡｐｐ３　１１１２がそれぞれ実行される。これらのアプリケーションに加え、オ
ペレーティングシステム１０８を通じてアプリケーションＡｐｐ４　１１１８がネイティ
ブに実行される。典型的なことではあるが、実際のシナリオでは、（３つ全てではなく）
仮想マシン又はコンテナ又はネイティブアプリケーションのいずれかしか存在しないこと
もあり、ここでは仮想環境の全ての事例に対応するように意図的にこれらを組み合わせた
形で示している。コンピュータシステム２（Ｃ２）１０２は、コンテナ内で及びネイティ
ブにＡｐｐ５及びＡｐｐ６をそれぞれサポートする同様の構成を有する。これらのアプリ
ケーションの各々は、互いに無関係にそれぞれのストレージ装置３０２にアクセスし、す
なわちＡＰＰ１がＳ１を使用し、Ａｐｐ２がＳ２を使用し、以下同様である。これらの（
Ｓ１～Ｓ６で示す）ストレージ装置３０２は、独立した物理エンティティに限定されるも
のではない。これらは、必要と認められる際には、１又は２以上の物理的ストレージ要素
から論理的に分割することもできる。図示のように、（各ストレージ装置３０２からアプ
リケーションへの矢印によって示す）、ストレージ装置３０２とアプリケーション１１０
２、１１０８、１１１２、１１１８との間のデータフローは、アプリケーションに到達す
る前にストレージコントローラ１１２及びオペレーティングシステム／ハイパーバイザス
タック１０８を通過し、図１に関連して説明した課題を伴う。
【０１１２】
　図１２に示すように、アプリケーション又はコンテナがＣ１からＣ２に移動すると、そ
の対応するストレージ装置も移動する必要がある。この移動が必要になり得る理由は、既
存のアプリケーション（Ａｐｐ１～Ａｐｐ４）内の挙動変化などに起因して、これらのア
プリケーションをサポートするためのＣ１の（ＣＰＵ、メモリなどの）リソースが一定期
間にわたって不足している可能性があるからである。
【０１１３】
　通常は、アプリケーションの状態及びストレージのサイズが極端でない限り、十分な時
間内に移動を行う方が容易である。一般に、ストレージ強化アプリケーションは大量（例
えば、複数テラバイト）のストレージを使用することがあり、この場合には、許容時間内
にストレージ３０２を移動させることが実際的でないこともある。この場合、図１３に示
すように、ストレージは相変わらず元の場所に留まり、ソフトウェアレベルの入れ替え／
トンネリングを行ってストレージに遠隔的にアクセスすることができる。
【０１１４】
　図１３に示すように、Ａｐｐ２　１１０８は、コンピュータシステムＣ２に移動した後
も、両システムＣ１及びＣ２のオペレーティングシステム又はハイパーバイザ１０８をト
ラバースすることにより、コンピュータシステムＣ１に位置する元々のストレージＳ２に
アクセスし続ける。この理由は、ネットワークコントローラ１１８を介したストレージコ
ントローラ１１２及びこれに接続されたストレージ装置３０２へのストレージアクセスの
マッピングが、メインＣＰＵ内で実行されるオペレーティングシステム又はハイパーバイ
ザソフトウェアスタック１０８によって行われるからである。
【０１１５】
　図１３に示すように、Ａｐｐ２　１１０８は、Ｃ２に移動した後、両システムＣ１及び
Ｃ２のオペレーティングシステム又はハイパーバイザ１０８をトラバースすることにより
、Ｃ１に位置する元々のストレージＳ２にアクセスし続ける。この理由は、ネットワーク
コントローラ１１８を介したＣ２からＣ１への、さらにはＣ１のストレージコントローラ
１１２へのストレージアクセスのマッピングが、各コンピュータシステムのメインＣＰＵ
内で実行されるオペレーティングシステム又はハイパーバイザソフトウェア１０８によっ
て行われるからである。
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【０１１６】
　図１４に示すように集中型コントローラ３００を適用した場合の同様のシナリオについ
て検討する。図示のように、このシナリオは、別個のストレージコントローラ１１２及び
ネットワークコントローラ１１８が集中型ＩＯコントローラ３００に置き換わっている点
を除いて図１１とほぼ同一である。この場合、（図１５に示すように）Ａｐｐ２　１１０
８がそのコンテナＬＸＣ１と共にＣ２に移動してもストレージＳ２は移動せず、コンピュ
ータシステムＣ１内に存在するメインＣＰＵにおいて実行されるいずれかのソフトウェア
（オペレーティングシステム、ハイパーバイザ１０８、又は他のいずれか）がトラバース
されるのを避けることによってアクセスが最適化される。
【０１１７】
　従って、本明細書では、ストレージ装置が存在するメインＣＰＵを迂回する新規の方法
を提供し、この方法はさらに、（ａ）複数のコンピュータシステムを横切ってストレージ
にアクセスする際のレイテンシ及び帯域幅を大幅に低減することができ、（ｂ）ストレー
ジが存在するマシンからアプリケーションを移動させる必要がある状況を大幅に単純化し
て改善する。
【０１１８】
　イーサネット(登録商標)ネットワークは、最善努力の原則で挙動し、従って本質的に損
失が多くバースト性である。いずれのパケットも永久に失われる可能性があり、或いはバ
ッファリングされて他のパケット共にバースト式で遅延して送出される可能性がある。一
方で、典型的なストレージ中心のアプリケーションは損失及びバーストに敏感であり、ス
トレージトラフィックがいつイーサネット(登録商標)ネットワークを介して送信されるか
が重要である。
【０１１９】
　バス／ネットワークを介した従来のストレージアクセスは、信頼性の高い予測可能な方
法で行われる。例えば、ファイバチャネルネットワークは、エンドシステムによって行わ
れるアクセス数を制限するようにクレジットベースのフロー制御を採用する。そして、エ
ンドシステムに与えられるクレジット数は、必要なレイテンシ及び帯域幅ニーズを満たす
予測可能時間内にストレージ要求を受け取って満足させるのに十分なコマンドバッファを
ストレージ装置が有しているかどうかに基づく。以下の図に、ＳＡＴＡ、ファイバチャネ
ル（ＦＣ）、ＳＣＳＩ、ＳＡＳなどの異なるタイプのバスが採用するいくつかのクレジッ
トスキームを示す。
【０１２０】
　図１６に示すように、イーサネット(登録商標)ネットワークは、最善努力の原則で挙動
し、従って本質的に損失が多くバースト性になりがちである。いずれのパケットも永久に
失われる可能性があり、或いはバッファリングされて他の多くのパケットと共に輻輳誘導
バーストの形で遅延して送出される可能性がある。典型的なストレージ集中のアプリケー
ションは損失及びバーストに敏感であり、ストレージトラフィックがいつバス及びイーサ
ネット(登録商標)を介して送信されるかが重要であるため、これらは、整合性を維持する
ために信頼性の高い予測可能な方法で行われる。例えば、従来、ファイバチャネルネット
ワークは、エンドシステムによって同時に行われるアクセス数を制限するようにクレジッ
トベースのフロー制御を採用する。エンドシステムに与えられるクレジット数は、必要な
レイテンシ及び帯域幅用件を満たす予測可能時間内にストレージ要求を受け取って満足さ
せるのに十分なコマンドバッファをストレージ装置３０２が有しているかどうかに基づく
ことができる。図１６に、他のタイプのこのようなスキームの中でも特に、ＳＡＴＡバス
１６０２、ファイバチャネル（ＦＣ）１６０４及びＳＣＳＩ／ＳＡＳ接続１６０８などの
異なるタイプのバスが採用するクレジットスキームの一部を示す。
【０１２１】
　図示のように、例えばＦＣコントローラ１６１０は、ＦＣベースのストレージ装置１６
１２に送信を行う前に最大「Ｎ」個のストレージコマンドまでの固有のバッファリングを
有することができるが、ＦＣ装置１６１２は、例えばこの例では「Ｎ」より大きくするこ
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とも、「Ｎ」と等しくすることも、又は「Ｎ」より小さくすることもできる「Ｍ」個とい
う異なるバッファ制限を有することができる。典型的なクレジットベースのスキームは、
ターゲットレベル（この例では、ＦＣ装置１６０２などのストレージ装置３０２のうちの
１つがターゲットである）を用いてクレジットを集約し、これらのクレジットに関する情
報が、ターゲット３０２にアクセスしようと試みている様々なソース（この例では、ＦＣ
コントローラ１６１０などのコントローラがソースである）に伝播される。例えば、「Ｎ
」のキュー深度を有するターゲットに２つのソースがアクセスしている場合、ソースに与
えられるクレジットの合計は、いかなる時点においてもターゲットが「Ｎ」個よりも多く
のコマンドを受け取らないように「Ｎ」を超えることはない。ソース間のクレジットの分
配は任意とすることも、或いは様々なタイプのポリシー（例えば、コスト／価格設定又は
ＳＬＡなどに基づく優先順位）に基づくこともできる。コマンド要求を満たすことによっ
てキューが処理されると、必要に応じてソースにおいてクレジットを補充することができ
る。この種のクレジットベースのストレージアクセスに従うことにより、ターゲットのキ
ューがどうしようもなくなることによって生じる損失を避けることができる。
【０１２２】
　ＦＣＯＥ及びｉＳＣＳＩなどのイーサネット(登録商標)を介した典型的なストレージア
クセスは、ターゲット志向、クレジットベースのコマンドフルフィルメントを、イーサネ
ット(登録商標)リンクを介した転送に拡張することができる。このような場合、これらは
、ソース志向よりもむしろターゲット装置志向とすることができる。本明細書では、代わ
りにいずれの又はどの種類のソースがどれほど多くのクレジットを獲得するかに基づくこ
とができる新たなクレジットベースのスキームを提供する。例えば、図１７に示すように
、ネットワークをストレージに直接インターフェイス接続させる上述の集中型ソリューシ
ョン３００は、マルチプレクサを用いて、ソース志向のクレジットベースのスケジューリ
ングスキームをターゲット装置志向のクレジットベースのスキームにマッピングすること
ができる。
【０１２３】
　図１７に示すように、イーサネット(登録商標)上に４つのソースが存在し、２つのター
ゲットストレージ装置３０２が存在する。典型的なターゲット志向のクレジットベースの
スキームは、（１ターゲット当たり１つの）２つのキュー、又は１ソース当たり２つの接
続を各ターゲットに露出する。代わりに、図１７に示すように、キュー（Ｑ１、Ｑ２、Ｑ
３、Ｑ４）１７０２は１ソース当たりのものであり、マルチプレクサ（Ｓ）１７０８を横
切って２つのターゲット志向キュー（Ｑ５、Ｑ６）１７０４にマッピング／多重化される
。この種のソース志向のクレジットベースのスキームを採用することにより、ターゲット
ストレージ装置３０２の数に関わらずにアクセス帯域幅及び予測可能なアクセスレイテン
シを保証することができる。一例として、１つのタイプのマルチプレクサは、Ｑ１がその
ソースによって圧倒されないように、Ｑ１のキューサイズ「Ｐ」がＱ５及びＱ６の「Ｌ＋
Ｍ」を超えないことを確実にするものである。
【０１２４】
　実施形態では、ストレージ装置３０２からデータブロックにアクセスできるようにする
方法及びシステムについて説明する。具体的には、アプリケーションがそのデータにアク
セスして特定の一連のアクセス要件を満たせるようにする新規方法について説明する。
【０１２５】
　本明細書で使用する「アプリケーション駆動型データストレージ」（ＡＤＳ）は、アプ
リケーションに対するアプリケーションデータの記憶方法、アクセス方法、転送方法、キ
ャッシュ方法及び分配方法に関してあらゆるアプリケーションに透明性をもたらすストレ
ージを含む。ＡＤＳは、アプリケーションがこれらの個々の相を制御して特定のアプリケ
ーションの特定のニーズに対応できるようにする。一例として、あるアプリケーションは
、アプリケーション自体の複数のインスタンスと、ネットワークを越えて複数のＬｉｎｕ
ｘ(登録商標)ノードにわたって拡散した複数のプロセスとを含むことができる。これらの
プロセスは、これらの間で共有的又は排他的に複数のファイルにアクセスすることができ



(31) JP 2017-512350 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

る。これらのプロセスは、アプリケーションがこれらのファイルをどのように処理したい
と望むかに基づいて、異なるファイル部分に頻繁にアクセスしたいと望み、クイックアク
セス又は使い捨てを必要とすることができる。これらの基準に基づいて、必要時にキャッ
シュ及び／又はストレージの異なる階層の特定のファイル部分を迅速なアクセスのために
セッション毎又はファイル毎にプリフェッチ及び／又は保持したいと望むことができる。
これらのアプリケーション固有の要件は、ファイルシステム全体のディスクストライピン
グ、先読み連続ブロックのプリフェッチ、サーバ又はＬＲＵ又はＦＩＦＯベースのファイ
ルコンテンツキャッシングにおける物理メモリの確保などの一般的な方法で満たすことが
できない。
【０１２６】
　アプリケーション駆動型データストレージＩ／Ｏは、単純にストレージエンティティの
みに適応可能なものではない。アプリケーション駆動型データストレージＩ／Ｏは、スト
レージスタック全体に複数の方法で影響を与える。まず、アプリケーション駆動型データ
ストレージＩ／Ｏは、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)ページングシステム、バッファリング、基本
ファイルシステムクライアント、ＴＣＰ／ＩＰスタック、分類、ＱｏＳ処理及びネットワ
ーキングハードウェア及びソフトウェアによって提供されるパケットキューイングを含む
アプリケーションが実行されているコンピュータノードのストレージＩ／Ｏスタックに影
響を与える。次に、アプリケーションノードとそのストレージとを相互接続し、イーサネ
ット(登録商標)セグメント、最適経路選択、スイッチのバッファリング、レイテンシに敏
感なストレージトラフィックの分類及びＱｏＳ処理、並びにストレージＩ／Ｏに関連する
インプロージョン問題を含むネットワーキングインフラストラクチャに影響を与える。ま
た、基本ファイルレイアウト、冗長性、アクセス時間、様々なタイプのストレージ及びリ
モートリポジトリの階層化を含むファイルの観点からデータを記憶して維持するストレー
ジインフラストラクチャにも影響を与える。
【０１２７】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、アプリケーションノード内の典型的なアプリ
ケーションに影響を与える要素、及び集中型ソリューション３００がいくつかの重要なア
プリケーション要件に対処するためにステータクオーを変更する方法に関するものを含む
。
【０１２８】
　従来のＬｉｎｕｘ(登録商標)スタックは、汎用メモリ割り当て、プロセススケジューリ
ング、ファイルアクセス、メモリマッピング、ページキャッシングなどの単純なビルディ
ングブロックを含むことができる。これらは、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)上で実行されるアプ
リケーションにとって必須であるが、ＮｏＳＱＬなどの入力／出力（ＩＯ）集中的な特定
のカテゴリのアプリケーションにとっては最適でない。ＮｏＳＱＬアプリケーションは非
常にＩＯ集中的であり、そのデータアクセスを一般的な方法で予測することは困難である
。ユーティリティコンピュータ環境内でアプリケーションを展開する必要がある場合、Ｌ
ｉｎｕｘ(登録商標)がこれらのビルディングブロックの汎用最小実装を提供することは理
想的でない。これらのビルディングブロックは、非常にフレキシブルであるとともに、（
単複の）アプリケーションから制御可能なアプリケーション関連の特徴を有することが好
ましい。
【０１２９】
　全てのアプリケーションは独自の特定の要件を有するが、例示的な実施形態では、アプ
リケーションのＮｏＳＱＬクラスが、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)スタックによって処理された
時にＮｏＳＱＬアプリケーション及びその他のＩＯ集中的アプリケーションの性能を大幅
に向上させる以下の要件を有する。まず、これらの要件は、ファイルレベル優先順位を使
用する点である。Ｌｉｎｕｘ(登録商標)ファイルシステムは、最低限でも異なるファイル
間でのアクセスレベル優先順位を提供すべきである。例えば、（他方よりも優先順位の高
いデータベース／テーブル／インデックスなどの）一方が他方よりも高い優先順位を与え
られた２つの異なるファイルにアクセスする（複数のスレッドからなる）アプリケーショ
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ンプロセス。このプロセスでは、アクセスされるデータに基づいて貴重なストレージＩ／
Ｏリソースを優先的に利用することができる。これには、１つのスレッド／プロセスを高
優先順位又は低優先順位で実行することによって間接的に対処できるとの主張があると思
われるが、これらのプロセスレベルの優先順位は、ファイルシステム又はストレージコン
ポーネントに通信されない。プロセス又はスレッドレベルの優先順位は、ＣＰＵリソース
の利用のみを対象とする。さらに、これらの２つのファイルに同じスレッドがアクセスし
、従ってどのデータ（ファイル）がアクセスされているに基づいて２つの異なるレベルで
ストレージソースを利用することも可能である。次に、アクセスレベルのプリファレンス
要件が存在することもできる。Ｌｉｎｕｘ(登録商標)ファイルシステムは、ファイル（オ
ープンファイル）のセッション中に、ファイルセッション間の優先順位、ブロックのバッ
ファリング量、様々なブロックの保持／有効期限プリファレンス、リソース閾値及び競合
のためのアラート、並びに性能統計などの様々なプリファレンス（主にＳＬＡ）を提供す
ることができる。一例として、ＭｏｎｇｏＤＢ又はＣｓｓａｎｄｒａなどのＮｏＳＱＬア
プリケーションが、書き込み及び読み取りのための２又は３以上のスレッドを有している
時に、読み取りよりも書き込みのプリファレンスの方が高い場合、同じファイルの読み取
りファイルセッションよりも書き込みファイルセッションの方に高プリファレンスを与え
る必要があり得る。この能力により、同じファイルの２つのセッションが、２つの異なる
優先順位を有することができる。
【０１３０】
　ＮｏＳＱＬアプリケーションの多くは、異なるタイプのデータを同じファイルに記憶し
、例えばＭｏｎｇｏＤＢは、ユーザコレクション及び（ｂツリー）インデックスコレクシ
ョンを同じデータベースファイルの組に記憶する。ＭｏｎｇｏＤＢは、インデックスペー
ジ（ｂツリー及びコレクション）をユーザコレクションページよりも優先してメモリに保
持しておきたいと望むことができる。ＭｏｎｇｏＤＢは、これらのファイルがオープンに
なると、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)、ファイル及びストレージシステムに影響を与えて、アプ
リケーションの要件を知らない汎用ＦＩＦＯ又はＬＲＵに基づいてページを処理するのと
は対照的に、ＭｏｎｇｏＤＢポリシーに従ってこれらのページを処理したいと望むことが
できる。
【０１３１】
　リソースアラート及び性能統計は、ＮｏＳＱＬデータベースが基本ファイル及びストレ
ージシステムの挙動を理解できるようにし、これに従ってデータベースクエリにサービス
を提供し、或いはデータベースシャーディング、又は同じホストにおいて実行される（バ
ックアップ、シャーディング、ナンバー読み取り／書き込みクエリサービスなどの）他の
ジョブのファイルＩ／Ｏプリファレンスの減分／増分などの実行すべき動作をトリガする
ことができる。例えば、ＩＯＰ及びレイテンシの最小数、最大数及び平均数、並びに一定
時間にホストメモリとの間でスラッシュイン及びスラッシュアウトされた上位１０個の候
補ページに関する性能統計は、アプリケーションが上述したパラメータを動的に調整して
アプリケーション自体を微調整できるようにする。
【０１３２】
　キャッシング及び階層化プリファレンスのための要件も存在することができる。Ｌｉｎ
ｕｘ(登録商標)ファイルシステムは、アプリケーションがそのファイルにアクセスしてい
る間に動的に構成可能なキャッシングポリシーを有する必要があり得る。通常、現在のＬ
ｉｎｕｘ(登録商標)ファイルシステムは、アプリケーションがストリームのような連続的
方法でファイルを読み取ることを希望して連続ファイルブロックをプリフェッチする。し
かしながら、実際には、ウェブサーバ及びビデオストリーマのような多くのレガシーアプ
リケーションの場合、台頭しつつあるＮｏＳＱＬアプリケーションは厳密に連続読み取り
に従わない。これらのアプリケーションは、ブロックをランダムに読み取る。一例として
、ＭｏｎｇｏＤＢは、キーの検索時にキーを発見するまでランダムにブロックにアクセス
する、ファイルの一部にフラットにレイアウトされたｂツリーの形でインデックステーブ
ルにドキュメントキーを記憶する。さらに、これらのファイルは、このようなｂツリーベ
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ースのインデックステーブル専用のものではない。これらのファイルは、ユーザドキュメ
ント及びシステムインデックスファイルなどの様々なタイプのテーブル（コレクション）
間で共有される。このため、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)ファイルシステムは、効率的なメモリ
使用などのために、ファイルのどの部分をキャッシュし、先読みし、スワップアウトする
必要があるかを予測することができない。
【０１３３】
　本明細書に開示する方法及びシステムの実施形態では、ストレージ要件において様々な
アプリケーションにわたる共通スレッドが存在する。具体的には、特定の必要な時点及び
場所における特定のタイプのデータのレイテンシ及びＩＯＰは、これらのアプリケーショ
ンの性能に対して非常に強い影響力を有する。
【０１３４】
　例えば、本明細書では、上述したホストレベルの要件に対処するために、アプリケーシ
ョンがホスト内及び他の場所におけるプリファレンスに従ってデータの記憶、検索、保持
及び階層化に完全に影響を与えてこれらを制御できるようにする十分に微調整されたファ
イルシステムクライアントのための方法及びシステムを開示する。
【０１３５】
　図１８に示すように、ファイルシステム（ＦＳ）クライアント１８０２は、別個のファ
イルセッション（ｆｄ１及びｆｄ２）のために別個のバッファプールを保持する。ファイ
ルシステム（ＦＳ）クライアント１８０２は、アプリケーション又は一連のプロセス毎に
集約メモリプールの事前割り当て及び維持も行う。ＳＬＡブローカ１８０４は、ファイル
Ｉ／Ｏが実行されたプロセス／スレッド内で内部的に、又は別の一連のプロセスから外部
的にアプリケーションが実行して、ＦＳクライアント１８０２に影響を与えて適切なスト
レージＩ／Ｏ　ＳＬＡを動的に提供することができる。ＳＬＡを外部プロセスから制御す
ると、アプリケーション自体を修正することなく、これらの新たなストレージ制御機能に
ついての知識を有していないレガシーアプリケーションが直ちに可能になる。
【０１３６】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、ネットワーク及びホストを横切るデータ検索
のための広範にわたる階層化サービスを提供することができる。以下の図１９に示すよう
に、高性能分散ファイルサーバ（ＤＦＳ）１９０２は、キャッシュ形態ストレージ形態の
どの媒体（ＤＲＡＭ、ＮＶＲＡＭ、ＳＳＤ又はＨＤＤ）にファイルのどの部分が存在すべ
きかを動的に決定して実行するようにプラットフォーム１９０４内でアプリケーションが
コンテナ化された形で実行されることを可能にする。これらのアプリケーションコンテナ
１９０８は、ファイルのストライピング、ミラーリング、レイディング及び障害回復（Ｄ
Ｒ）を行う必要があるかどうかなどの他のストレージポリシーを決定することができる。
【０１３７】
　本明細書に開示する方法及びシステムは、高性能ＤＦＳ１９０２内のアプリケーション
コンテナが、特定のファイルページをローカルストレージ及び／又は遠隔位置から積極的
に検索し、これらのページを必要時に後で高速検索できるように特定の場所にプッシュで
きるような幅広いキャッシングサービスも提供する。例えば、これらの方法及びシステム
は、アプリケーションを実行するホストのメモリ及びＳＳＤの使用を局所化し、アプリケ
ーションの関心ページをこれらのホストのローカルメモリ／ＳＳＤのいずれかに積極的に
プッシュすることができる。これらの方法及びシステムは、その後の必要時にアプリケー
ションによって超低レイテンシ検索を行えるように、この目的でＤＦＳプラットフォーム
に提供されたこれらのメモリ、ＳＳＤ及びＨＤＤの階層を使用することができる。
【０１３８】
　アプリケーションのホストにわたるキャッシュの拡大使用は限りない。例えば、Ｍｏｎ
ｇｏＤＢでは、ワーキングセットが一時的にそのローカルホストのメモリを越えて成長す
るとスラッシングが発生し、これによってクエリ処理の性能が大幅に低下する。この理由
は、新たなページがクエリを満たすようにするために必要なファイルデータページが廃棄
され、その後に元々のページに戻す必要がある場合に、システムがディスクサブシステム
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から再び新たにページを読み込まなければならず、これによってクエリを完了する上で大
きなレイテンシを伴うからである。アプリケーション駆動型ストレージアクセスは、廃棄
されたページのキャッシュを、ＭｏｎｇｏＤＢが再びそのページを必要とするまでネット
ワークの他の場所に（別のアプリケーションホストのメモリ／ＳＳＤ、又は高性能ＤＦＳ
システム１９０２のストレージのローカル階層に）一時的に保持することによってこれら
の種類のシナリオを避けることにより、クエリを完了する上でレイテンシを大幅に低減す
る。
【０１３９】
　図２０に示すように、高性能ＤＦＳ１９０２は、必要時に、及びアプリケーションによ
って影響され制御された際にアプリケーションデータのキャッシング及びサービスを行う
ために、単一の統合されたＲＡＭ及びＳＳＤベースの階層／キャッシュ２００２内のアプ
リケーションホスト全体にわたってＤＲＡＭ及びＳＳＤリソースを利用する。
【０１４０】
　本明細書では、図２１に示すような、一連のホスト（Ｈ１～ＨＮ）、ファイル又はブロ
ックサーバ２１０２及びストレージサブシステム２１０４を含むシステムを開示する。通
常、ホストＨ１～ＨＮは、ストレージに恒久的又は一時的に記憶されたデータへのアクセ
スを必要とするアプリケーションを実行するコンピュータである。ファイル又はボリュー
ムサーバ２１０２は、典型的には中央処理装置（ＣＰＵ）、メモリ及び専用ハードウェア
を含むハードウェアを実行してネットワーキング装置及びストレージ装置などの外部装置
に接続するデータオーガナイザ及びデータサーバとすることができる。ファイル又はボリ
ュームサーバ２１０２は、ユーザデータをブロックと呼ばれる複数の固定数又は可変数の
バイトに関して構造化する。ファイル又はボリュームサーバ２１０２は、これらのデータ
ブロックを内部又は外部ストレージに記憶する。ランダムではあるが論理的に関連する一
連のブロックをファイル又はボリュームに構造化する。１又は２以上のホストＨ１～ＨＮ
は、アプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）又は他のいずれかのプ
ロトコルを通じてこれらのファイル又はボリュームにアクセスすることができる。ファイ
ル又はボリュームサーバは、１又は２以上のファイル及びボリュームを１又は２以上のホ
ストに提供することができる。なお、ホスト、及びファイル又はボリュームサーバは、直
接又はネットワークを介して接続された２つの異なる物理エンティティの形を取ることも
、或いは単一の物理コンピュータの形で論理的に共存することもできる。
【０１４１】
　ストレージ２１０４は、データ片を一時的又は恒久的に保持できる一群のエンティティ
とすることができる。通常、ストレージ２１０４は、静的又は動的ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、ソリッドステートストレージ（ＳＳＤ）、ハードディスクドライブ（ＨＤ
Ｄ）又はこれらの全ての組み合わせを含む。ストレージは、リンク又はネットワークを介
してファイル又はボリュームサーバ２１０２に接続された独立した物理エンティティとす
ることができる。ストレージは、ファイル又はボリュームサーバ２１０２と単一の物理エ
ンティティの形で統合することもできる。従って、ホストＨ１～ＨＮ、ファイル又はボリ
ュームサーバ２１０２及びストレージ２１０４は、単一のハードウェアエンティティの形
で物理的にまとめて配置することができる。
【０１４２】
　通常、ホストは、図２２に示すような複数の論理エンティティを含む。通常、アプリケ
ーション２２０２はホスト内で実行され、ホストのローカルオペレーティングシステム２
２０４又は代わりの他のいずれかのエンティティによって提供されるＡＰＩを介してデー
タ要素にアクセスする。通常、オペレーティングシステム２２０４は、そのファイルシス
テムクライアント２２０６を介してファイルシステムにインターフェイス接続するための
標準的なＡＰＩインターフェイスを有する。ファイルシステムクライアント２２０６は、
遠隔的に又は局所的に位置するファイル又はボリュームサーバ２２１０にインターフェイ
ス接続するようにホスト内で実行されるソフトウェアエンティティである。ファイルシス
テムクライアント２２０６は、単一の又は複数のファイル又はボリューム内に存在するア
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プリケーション２２０２が必要とするデータ要素をファイル又はボリュームサーバ２２１
０から検索し、アプリケーションがデータ要素の処理を完了するまでこれらのデータ要素
をホストのメモリ２２０８に保持することによってデータ要素を提供する。典型的なアプ
リケーションのシナリオでは、必要に応じて特定のデータ片が複数回読み取られ及び／又
は修正される。また、複数のデータ要素からなるファイル又はボリューム全体が、特定の
タイプのアプリケーションのローカルメモリ２２０８のサイズより潜在的にはるかに大き
いことも一般的である。これにより、将来的にアプリケーション２２０２がこれらのデー
タブロックにアクセスする可能性があるか、それ伴いかの予測に基づいてどのデータブロ
ックをメモリ２２０８に保持し、又はメモリ２２０８から排出すべきかを決定するための
、オペレーティングシステム２２０４及びファイルシステムクライアント２２０６の実装
が複雑になる。これまで、既存の実装では、ファイル又はボリュームサーバ２２１０から
の新たなデータブロックを取り入れるために、先入れ先出し（ＦＩＦＯ）又は最長未使用
時間（ＬＲＵ）などのいくつかの汎用なアプリケーション非依存方法を実行して、メモリ
におけるデータブロックの保持又は排出を行っていた。さらに、別のデータブロックを記
憶するために、あるデータブロックによって占められているメモリを再要求する場合、元
々のデータは、将来的な使用について考慮せずに単純に消去される。通常、ディスクサブ
システムは非常に低速であり、データブロックを読み出してファイル又はボリュームサー
バ２２１０によってファイルシステムクライアント２２０６及びメモリ２２０８に転送す
る際に高レイテンシを伴う。従って、元々のデータブロックが消去されると、アプリケー
ションは、近い将来に元々のデータにアクセスしようと試みた場合に長く待つ必要性が生
じ得る。この種の実装に関する主な問題点は、データアクセス経路内のモジュール、すな
わちオペレーティングシステム２２０４、ファイルシステムクライアント２２０６、メモ
リ２２０８、ブロックサーバ２２１０及びストレージのいずれもが、どのデータブロック
がいつ、どのような頻度でアプリケーション２２０２によってアクセスされ予定であるか
を全く知らない点である。
【０１４３】
　図２３に、アプリケーション２２０２がストレージ２２１２からのデータブロックにア
クセスする様子を描いた例示的なシナリオを示す。番号付きの円は、データブロックへの
アクセス過程に関与するステップを示す。以下、これらのステップについて説明する。第
１に、アプリケーション２２０２が、ファイル又はオペレーティングシステム２２０４の
ＡＰＩを用いてデータブロックにアクセスする。オペレーティングシステム２２０４は、
ファイルシステムクライアント２２０６のための同等のＡＰＩを呼び出して同じデータブ
ロックにアクセスする。第２に、ファイルシステムクライアント２２０６が、この目的の
ためのローカルメモリバッファ内にデータが存在するかどうかを発見しようと試みる。発
見された場合、以下のステップ（３）～（７）をスキップする。第３に、ブロックサーバ
２２１０からデータ検索コマンドを送信する。第４に、ブロックサーバ２２１０が、スト
レージからデータブロックを読み取るための読み取りコマンドをストレージ２２１２に送
信する。第５に、ストレージ２２１２が、ストレージからの読み取り後にデータブロック
をブロックサーバ２２１０に戻す。第６に、ブロックサーバ２２１０が、データブロック
をファイルシステムクライアント２２０６に戻す。第７に、ファイルシステムクライアン
ト２２０６が、将来的にアクセスできるようにメモリ２２０８のメモリバッファにデータ
を保存する。第８に、ファイルシステムクライアント２２０６が、要求されたデータをア
プリケーション２２０２に戻す。
【０１４４】
　本明細書に開示する方法及びシステムでは、ＮｏＳＱＬ及びビッグデータの領域におけ
る最新のクラスのアプリケーションによるデータアクセスに関連する性能要件に対処する
ために、オペレーティングシステム２２０４、ファイルシステムクライアント２２０６、
メモリ２２０８、ブロックサーバ２２１０及びストレージ２２１２を含むデータブロック
アクセスのコンポーネントがあらゆるアプリケーション２２０２によって制御されること
を提案する。すなわち、本発明者らは以下を提案する。第１に、オペレーティングシステ
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ム２２０４が、アプリケーションによるファイルシステムクライアント２２０６の制御を
可能にするさらなるＡＰＩを提供できるようする。２番目に、（ａ）ファイル又はボリュ
ームが、他のファイル又はボリュームのために共有又は削除されない固有のデータを保持
する専用のメモリバッファプールを有するという意味において、アプリケーション２２０
２が特定のファイル又はボリュームのための専用メモリプールをメモリ２２０８内に作成
できるようにすることと、（ｂ）アプリケーション２２０２が、ファイル又はボリューム
との２つの独立セッションがこれらのデータを保持するための独立したメモリバッファを
有するように、ファイル又はボリュームとの特定のセッションのための専用メモリプール
をメモリ２２０８内に作成できるようにすることとをサポートするようにファイルシステ
ムクライアント２２０６を拡張する。一例として、非常に重要なファイルセッションは、
迅速かつ頻繁なアクセスのためにより多くの存在するデータを利用できるように、メモリ
２２０８内に多くのメモリバッファを有することができる一方で、同じファイルとの第２
のセッションには非常に少ないバッファを割り当て、従って様々なファイル部分にアクセ
スするために遅延及びそのバッファの再使用を伴う必要があるようにし、（ｃ）迅速なア
クセスのために他のホスト又はブロックサーバ２２１０全体にわたってメモリ２２０８を
越えて拡張されたバッファプールをアプリケーション２２０２が作成できるようにする。
これにより、他のホストのメモリ２２０８、及びファイル又はブロックサーバ２２１０内
に存在するあらゆるメモリ２４０２にデータブロックを保持することができ、（ｄ）アプ
リケーション２２０２が、いずれかのデータブロックを、他のファイル、ボリューム又は
セッションのためのデータブロックに対してメモリ２２０８内に長く存在させることがで
きるようにする。これにより、アプリケーションが、あるデータブロックを迅速にアクセ
スできるように常に利用可能となるように選別し、オペレーティングシステム２２０４又
はファイルシステムクライアント２２０６が固有の排出ポリシーに基づいてそのデータブ
ロックを排出しないようにすることができ、（ｅ）アプリケーション２２０２が、いずれ
かのデータブロックを、他のファイル、ボリューム又はセッションのためのデータブロッ
クに対してメモリ２２０８内に長く存在させないことができるようにする。これにより、
アプリケーションは、オペレーティングシステム２２０４及びファイルシステムクライア
ント２２０６に、そのデータブロックのバッファを排出し、選択時には再使用することを
知らせることができるようになる。このことは、他の正常なデータブロックを長期にわた
って維持する役に立つ。第３に、（ａ）アプリケーションコンテナ２４００がアプリケー
ション２２０２の関心データブロックを事前にフェッチして、後で素早くアクセスできる
ようにローカルメモリ２４０２に記憶するとともに、ストレージ２２１２に関連するレイ
テンシペナルティを回避できるようにする能力と、（ｂ）ホストのメモリ２２０８から排
出されたページを後でアプリケーション２２０２がアクセスできるようにローカルメモリ
２４０２に記憶できるようにする能力とを有する図２４に示すアプリケーションコンテナ
２４００の観点から、ブロックサーバ２２１０がアプリケーション固有のモジュールをホ
ストできるようにする。
【０１４５】
　上記の（２）（ｃ）のアプリケーション駆動型の特徴については、さらなる解説が必要
である。２つのシナリオが存在する。１つのシナリオは、データブロックをブロックサー
バ２２１０のメモリから検索するものである。他方のシナリオは、同じデータブロックを
別のホストから検索するものである。本明細書に開示する方法及びシステムは、２つのホ
スト（Ｈ１）及び（Ｈ２）がストレージ２２１２から全く同じブロックデータを読み取る
ものと仮定して、図２５に示すようなシステムを提供する。データブロックが別のホスト
（Ｈ２）に存在する旨が通知されると、ブロックサーバ２２１０にこのデータブロックを
ストレージ２２１２から検索するように求める代わりに、このデータブロックはファイル
システムクライアント２２０６によってホスト（Ｈ２）から直接検索され、これによって
速度が落ちるとともに高レイテンシを伴う。
【０１４６】
　実施形態では、ファイルシステムクライアント２２０６が、同じ場所にさらに重要なデ
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ータブロックを記憶するという理由で（Ｄ１）からデータブロックを排出すると決定した
場合、このファイルシステムクライアント２２０６は、排出されたデータブロックをファ
イルシステムクライアント２２０６’に送信して、このファイルシステムクライアント２
２０６’のためにメモリ２２０８’に記憶することができる。
【０１４７】
　なお、ホストに障害が起きた場合に上述した技術を適用して高速フェイルオーバを実現
することもできる。さらに、上述したキャッシング技術を、特にＲＡＭに関連して使用し
て、ウォームキャッシュを用いたフェイルオーバを実現することもできる。図２５は、ウ
ォームキャッシュを用いた高速フェイルオーバシステムの例を示すものである。最終的に
、ノードの障害中に、新たなノード上のエンドアプリケーションが、（ＲＡＭ内の）キャ
ッシュが温まる前の時間を経験せず、これによって低アプリケーション性能の期間を伴わ
なくなる。
【０１４８】
　本明細書では、プロセッサと、アプリケーションのニーズに従ってストレージアクセス
を制御するアプリケーション固有のモジュールを含むファイルサーバとを有するシステム
及び方法を提供する。
【０１４９】
　本明細書では、アプリケーション固有のモジュールがアプリケーションのニーズに従っ
てストレージアクセスを制御できるようにするプロセッサと（固定サイズのバイトブロッ
ク、可変数のバイトを有する同様の又は異なるオブジェクトを構成する）データストレー
ジとを有するシステム及び方法を提供する。
【０１５０】
　また、本明細書では、アプリケーションによる使用目的でそれまで維持されていた古い
ファイル又はストレージデータブロックをホストのメモリ及び／又はその一時的又は永続
的ストレージ要素から検索し、アプリケーションが後で使用できるようにこれらを別のホ
ストのメモリ又は及び／又はその一時的又は永続的ストレージ要素に記憶するシステム及
び方法も提供する。
【０１５１】
　また、本明細書では、アプリケーションによる使用目的でそれまで維持されていたいず
れかのファイル又はストレージデータブロックをホストのメモリ及び／又はその一時的又
は永続的ストレージ要素から検索し、アプリケーションが後で使用できるようにこれらを
別のホストのメモリ又は及び／又はその一時的又は永続的ストレージ要素に記憶するシス
テム及び方法も提供する。
【０１５２】
　また、本明細書では、データアクセスのレイテンシを低減する目的で、ホストのメモリ
及び／又はその一時的又は永続的ストレージ要素を利用して、別のホストにおいて実行さ
れるアプリケーションが後でアクセスすると思われるいずれかのファイル又はストレージ
データブロックを記憶するシステム及び方法も提供する。
【０１５３】
　アプリケーションによる使用目的のためにそれまで維持されていた、ホストのメモリ及
び／又はその一時的又は永続的ストレージ要素からのファイル又はストレージデータブロ
ックを、後でアプリケーションが使用できるように別のホストのメモリ又は及び／又はそ
の一時的又は永続的ストレージ要素に記憶することができる。
【０１５４】
　アプリケーションによる使用目的のためにそれまで維持されていたファイル又はストレ
ージデータブロックを、ネットワークを介してホストのメモリ及び／又はその一時的又は
永続的ストレージ要素から別のホストに転送する機構。
【０１５５】
　様々な例示的かつ非限定的な実施形態によれば、物理的ターゲットストレージ媒体コン
トローラと、物理的ネットワークインターフェイスコントローラと、ストレージ媒体コン
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トローラとネットワークインターフェイスコントローラとの間のゲートウェイとを含む集
中型入力／出力コントローラを含む装置が開示され、ゲートウェイは、ストレージ媒体コ
ントローラとネットワークインターフェイスコントローラとの間のストレージトラフィッ
ク及びネットワークトラフィックのための直接接続を提供する。
【０１５６】
　いくつかの実施形態によれば、装置は、ストレージ媒体コントローラによって制御され
るストレージ媒体を、ストレージ媒体の位置に関わらずローカルに接続されたストレージ
として提示する仮想ストレージインターフェイスをさらに含むことができる。さらに他の
実施形態によれば、装置は、ストレージ媒体コントローラによって制御されるストレージ
媒体を、ストレージ媒体のタイプに関わらずローカルに接続されたストレージとして提示
する仮想ストレージインターフェイスをさらに含むことができる。さらに他の実施形態に
よれば、装置は、ストレージ媒体の動的プロビジョニングを容易にする仮想ストレージイ
ンターフェイスをさらに含むことができ、物理ストレージ装置は、局所的又は遠隔的に存
在することができる。
【０１５７】
　さらに他の実施形態によれば、装置は、ストレージ媒体の動的プロビジョニングを容易
にする仮想ネットワークインターフェイスをさらに含むことができ、物理ストレージは、
局所的又は遠隔的に存在することができる。さらに他の実施形態によれば、装置を、ホス
トコンピュータシステム上のコントローラカードとして導入されるように適合することが
でき、ゲートウェイは、ホストコンピュータシステムのオペレーティングシステムによる
介入を伴わずに動作する。
【０１５８】
　さらに他の実施形態によれば、装置は、装置のストレージ機能及びネットワーク機能の
少なくとも一方を提供する少なくとも１つのフィールドプログラマブルゲートアレイを含
むことができる。さらに他の実施形態によれば、装置を、ネットワーク展開されたスイッ
チとして構成することができる。さらに他の実施形態によれば、装置は、ストレージ媒体
命令を第１のプロトコルと少なくとも１つの他のプロトコルとの間で変換する、装置の機
能コンポーネントをさらに含むことができる。
【０１５９】
　図２６に、例示的かつ非限定的なストレージ装置の仮想化方法を示す。まず、ステップ
２６００において、第１のストレージプロトコルでの命令に応答する物理ストレージ装置
にアクセスする。次にステップ２６０２において、第１のストレージプロトコルと第２ス
トレージプロトコルとの間で命令を変換する。最後に、ステップ２６０４において、第２
のプロトコルを用いて物理ストレージ装置をオペレーティングシステムに提示することに
より、オペレーティングシステムを使用するホストコンピュータシステムに対して物理ス
トレージ装置が局所的に存在するか、それとも遠隔的に存在するかに関わらず、物理スト
レージ装置のストレージが動的に展開されるようにする。
【０１６０】
　様々な実施形態によれば、第１のプロトコルは、ＳＡＴＡプロトコル、ＮＶＭｅプロト
コル、ＳＡＳプロトコル、ｉＳＣＳＩプロトコル、ファイバチャネルプロトコル及びファ
イバチャネルオーバイーサネット(登録商標)プロトコルのうちの少なくとも１つである。
他の実施形態では、第２のプロトコルがＮＶＭｅプロトコルである。
【０１６１】
　いくつかの実施形態では、方法は、オペレーティングシステムと、第１及び第２ストレ
ージプロトコル間における命令の変換を行う装置との間のインターフェイスを提供するス
テップ、及び／又は命令の変換を行う装置と、遠隔地に存在するネットワーク展開された
ストレージ装置との間のＮＶＭｅオーバイーサネット(登録商標)接続を提供するステップ
をさらに含むことができる。
【０１６２】
　図２７に、アプリケーション及びコンテナの少なくとも一方の移動を容易にする例示的
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かつ非限定的な方法を示す。まずステップ２７００において、集中型ストレージ及びネッ
トワーキングコントローラを提供し、ゲートウェイが、ホストコンピュータのオペレーテ
ィングシステムの介入を伴わずに装置のストレージコンポーネントとネットワーキングコ
ンポーネントとの間のネットワーク及びストレージトラフィックのための接続を提供する
。次にステップ２７０２において、少なくとも１つのアプリケーション又はコンテナを、
集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラによって制御されるターゲット物理
ストレージ装置にマッピングすることにより、アプリケーション又はコンテナが別のコン
ピュータシステムに移動する際に、アプリケーション又はコンテナが、ターゲット物理ス
トレージが接続されたホストシステムのオペレーティングシステムの介入を伴わずにター
ゲット物理ストレージにアクセスできるようにする。
【０１６３】
　様々な実施形態によれば、この移動は、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)コンテナ又はスケールア
ウトアプリケーションの移動である。
【０１６４】
　さらに他の実施形態によれば、ターゲット物理ストレージは、ｉＳＣＳＩプロトコル、
ファイバチャネルプトロコル及びファイバチャネルオーバイーサネット(登録商標)プロト
コルのうちの少なくとも１つを使用するネットワーク展開されたストレージ装置である。
さらに他の実施形態では、ターゲット物理ストレージが、ＳＡＳプロトコル、ＳＡＴＡプ
ロトコル及びＮＶＭｅプロトコルのうちの少なくとも１つを使用するディスク接続された
ストレージ装置である。
【０１６５】
　図２８に、ネットワークのサービス品質（ＱｏＳ）を提供する例示的かつ非限定的な方
法を示す。まずステップ２８００において、集中型ストレージ及びネットワーキングコン
トローラを提供し、ゲートウェイが、ホストコンピュータのオペレーティングシステムの
介入を伴わずに装置のストレージコンポーネントとネットワーキングコンポーネントとの
間のネットワーク及びストレージトラフィックのための接続を提供する。次にステップ２
８０２において、集中型ストレージ及びネットワーキングコントローラによって処理され
るストレージトラフィック及びネットワークトラフィックの少なくとも一方に基づいて、
ホストコンピュータのオペレーティングシステムの介入を伴わずに、ストレージ及びネッ
トワーキングコントローラが展開されたデータ経路を有するネットワークに関連する少な
くとも１つのサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを管理する。
【０１６６】
　本開示のわずかな実施形態の図示及び説明しかしていないが、当業者には、以下の特許
請求の範囲に示す本開示の思想及び範囲から逸脱することなく多くの変更及び修正を行い
得ることが明らかであろう。本明細書で引用した全ての外国及び国内の特許出願及び特許
、並びに他の全ての出版物は、法律の許す最大限までその全体が本明細書に組み入れられ
る。
【０１６７】
　本明細書で説明した方法及びシステムは、プロセッサ上でコンピュータソフトウェア、
プログラムコード及び／又は命令を実行する機械を介して部分的に又は全体的に展開され
る。本開示は、機械における方法として、機械の一部としての又は機械に関するシステム
又は装置として、或いは１又は２以上の機械において実行されるコンピュータ可読媒体内
に具体化されたコンピュータプログラム製品として実装することができる。実施形態では
、プロセッサを、サーバ、クラウドサーバ、クライアント、ネットワークインフラストラ
クチャ、モバイルコンピュータプラットフォーム、定置式コンピュータプラットフォーム
、又はその他のコンピュータプラットフォームの一部とすることができる。プロセッサは
、プログラム命令、コード及びバイナリ命令などを実行できるあらゆる種類のコンピュー
タ装置又は処理装置とすることができる。プロセッサは、単一プロセッサ、デジタルプロ
セッサ、組み込みプロセッサ、マイクロプロセッサ、或いは記憶されているプログラムコ
ード又はプログラム命令の実行を直接的又は間接的に容易にすることができるコプロセッ
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サ（マスコプロセッサ、グラフィックコプロセッサ及び通信コプロセッサなど）などのい
ずれかの変種とすることができ、又はこれらを含むことができる。また、プロセッサは、
マルチプログラム、スレッド及びコードの実行を可能にすることもできる。これらのスレ
ッドは、プロセッサの性能を高めてアプリケーションの同時動作を容易にするように同時
に実行することができる。一実装として、本明細書で説明した方法、プログラムコード、
プログラム命令などを１又は２以上のスレッドの形で実装することもできる。スレッドは
、これらに関連する優先順位を割り当てられることができる他のスレッドを引き起こすこ
とができ、プロセッサは、プログラムコードとして提供される命令に基づく優先順位又は
他のいずれかの順序に基づいてこれらのスレッドを実行することができる。プロセッサ、
又はプロセッサを利用するあらゆる機械は、本明細書及び他の場所で説明した方法、コー
ド、命令及びプログラムを記憶する非一時的メモリを含むことができる。プロセッサは、
本明細書及び他の場所で説明した方法、コード及び命令を記憶できる非一時的ストレージ
媒体にインターフェイスを介してアクセスすることができる。プロセッサに関連する、コ
ンピュータ装置又は処理装置によって実行できる方法、プログラム、コード、プログラム
命令又は他のタイプの命令を記憶するストレージ媒体としては、以下に限定されるわけで
はないが、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、メモリ、ハードディスク、フラッシュドライブ、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ及びキャッシュなどのうちの１つ又は２つ以上を挙げることができる。
【０１６８】
　プロセッサは、マルチプロセッサの速度及び性能を高めることができる１又は２以上の
コアを含むことができる。実施形態では、プロセスを、デュアルコアプロセッサ、クアッ
ドコアプロセッサ、及び２又は３以上の（チップと呼ばれる）独立コアを組み合わせたそ
の他のチップレベルマルチプロセッサなどとすることができる。
【０１６９】
　本明細書で説明した方法及びシステムは、サーバ、クライアント、ファイヤウォール、
ゲートウェイ、ハブ、ルータ、又はその他のこのようなコンピュータハードウェア及び／
又はネットワーキングハードウェア上でコンピュータソフトウェアを実行する機械を通じ
て部分的に又は全体的に展開することができる。ソフトウェアプログラムは、ファイルサ
ーバ、プリントサーバ、ドメインサーバ、インターネットサーバ、イントラネットサーバ
、クラウドサーバ、並びに二次サーバ、ホストサーバ及び分散サーバなどの他の変種を含
むことができるサーバに関連することができる。サーバは、メモリ、プロセッサ、コンピ
ュータ可読媒体、ストレージ媒体、（物理及び仮想）ポート、通信装置、並びに有線又は
無線媒体を介して他のサーバ、クライアント、機械及び装置などにアクセスできるインタ
ーフェイスのうちの１つ又は２つ以上を含むことができる。本明細書及び他の場所で説明
した方法、プログラム又はコードは、サーバによって実行することもできる。また、本出
願で説明した方法の実行に必要な他の装置は、サーバに関連するインフラストラクチャの
一部と見なすことができる。
【０１７０】
　サーバは、以下に限定されるわけではないが、クライアント、他のサーバ、プリンタ、
データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、分散サーバ及びソ
ーシャルネットワークなどを含む他の装置へのインターフェイスを提供することができる
。また、この結合及び／又は接続は、ネットワークを越えた遠隔的なプログラムの実行を
容易にすることもできる。これらの装置の一部又は全部のネットワーキングは、本開示の
範囲から逸脱することなく、１又は２以上の位置におけるプログラム又は方法の並行処理
を容易にすることができる。また、インターフェイスを介してサーバに接続された装置は
、いずれも方法、プログラム、コード及び／又は命令を記憶できる少なくとも１つのスト
レージ媒体を含むことができる。異なる装置上で実行されるプログラム命令は、中央リポ
ジトリによって提供することができる。この実装では、遠隔リポジトリが、プログラムコ
ード、命令及びプログラムのためのストレージ媒体として機能することができる。
【０１７１】
　ソフトウェアプログラムは、ファイルクライアント、プリントクライアント、ドメイン
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クライアント、インターネットクライアント、イントラネットクライアント、並びに二次
クライアント、ホストクライアント及び分散クライアントなどの他の変種を含むことがで
きるクライアントに関連することができる。クライアントは、メモリ、プロセッサ、コン
ピュータ可読媒体、ストレージ媒体、（物理及び仮想）ポート、通信装置、並びに有線又
は無線媒体を介して他のクライアント、サーバ、機械及び装置などにアクセスできるイン
ターフェイスのうちの１つ又は２つ以上を含むことができる。本明細書及び他の場所で説
明した方法、プログラム又はコードは、クライアントによって実行することもできる。ま
た、本出願で説明した方法の実行に必要な他の装置は、クライアント関連するインフラス
トラクチャの一部と見なすことができる。
【０１７２】
　クライアントは、以下に限定されるわけではないが、サーバ、他のクライアント、プリ
ンタ、データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ及び分散サー
バなどを含む他の装置へのインターフェイスを提供することができる。また、この結合及
び／又は接続は、ネットワークを越えた遠隔的なプログラムの実行を容易にすることもで
きる。これらの装置の一部又は全部のネットワーキングは、本開示の範囲から逸脱するこ
となく、１又は２以上の位置におけるプログラム又は方法の並行処理を容易にすることが
できる。また、インターフェイスを介してクライアントに接続された装置は、いずれも方
法、プログラム、アプリケーション、コード及び／又は命令を記憶できる少なくとも１つ
のストレージ媒体を含むことができる。異なる装置上で実行されるプログラム命令は、中
央リポジトリによって提供することができる。この実装では、遠隔リポジトリが、プログ
ラムコード、命令及びプログラムのためのストレージ媒体として機能することができる。
【０１７３】
　本明細書で説明した方法及びシステムは、ネットワークインフラストラクチャを通じて
部分的に又は全体的に展開することができる。ネットワークインフラストラクチャは、当
業で周知のコンピュータ装置、サーバ、ルータ、ハブ、ファイヤウォール、クライアント
、パーソナルコンピュータ、通信装置、ルーティング装置、及びその他の能動装置及び受
動装置、モジュール及び／又はコンポーネントなどの要素を含むことができる。ネットワ
ークインフラストラクチャに関連するコンピュータ装置及び／又は非コンピュータ装置は
、他のコンポーネントとは別に、フラッシュメモリ、バッファ、スタック、ＲＡＭ及びＲ
ＯＭなどのストレージ媒体を含むことができる。本明細書及び他の場所で説明した処理、
方法、プログラムコード、命令は、これらのネットワークインフラストラクチャ要素のう
ちの１つ又は２つ以上によって実行することができる。本明細書で説明した方法及びシス
テムは、サービス型ソフトウェア（ＳａａＳ）、サービス型プラットフォーム（ＰａａＳ
）、及び／又はサービス型インフラストラクチャ（ＩａａＳ）の特徴を伴うものを含むあ
らゆる種類のプライベートネットワーク、コミュニティネットワーク、又は混成クラウド
コンピューティングネットワーク又はクラウドコンピューティング環境と共に使用するよ
うに適合することができる。
【０１７４】
　本明細書及び他の場所で説明した方法、プログラムコード及び命令は、セルラーネット
ワークｈａａ送信者制御コンタクト媒体コンテンツアイテムマルチセルにおいて実装する
ことができる。セルラーネットワークは、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）ネットワ
ーク又は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワークのいずれかとすることができる
。セルラーネットワークは、モバイル装置、セルサイト、基地局、リピータ、アンテナ及
びタワーなどを含むことができる。セルラーネットワークは、ＧＳＭ(登録商標)、ＧＰＲ
Ｓ、３Ｇ、ＥＶＤＯ、メッシュ又はその他のネットワークタイプを含むことができる。
【０１７５】
　本明細書及び他の場所で説明した方法、プログラムコード及び命令は、モバイル装置上
で又はモバイル装置を介して実装することができる。モバイル装置は、ナビゲーション装
置、セルラー電話機、携帯電話機、携帯情報端末、ラップトップ、パームトップ、ネット
ブック、ページャ、電子ブックリーダ及び音楽プレーヤなどを含むことができる。これら
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の装置は、他のコンポーネントとは別に、フラッシュメモリ、バッファ、ＲＡＭ、ＲＯＭ
及び１又は２以上のコンピュータ装置などのストレージ媒体を含むことができる。モバイ
ル装置に関連するコンピュータ装置は、記憶されているプログラムコード、方法及び命令
を実行することができる。或いは、モバイル装置は、他の装置と協調して命令を実行する
ように構成することもできる。モバイル装置は、サーバにインターフェイス接続されてプ
ログラムコードを実行するように構成された基地局と通信することができる。モバイル装
置は、ピア・ツー・ピアネットワーク、メッシュネットワーク又はその他の通信ネットワ
ーク上で通信することができる。プログラムコードは、サーバに関連するストレージ媒体
に記憶し、サーバに組み込まれたコンピュータ装置によって実行することができる。基地
局は、コンピュータ装置及びストレージ媒体を含むことができる。ストレージ装置は、基
地局に関連するコンピュータ装置によって実行されるプログラムコード及び命令を記憶す
ることができる。
【０１７６】
　コンピュータソフトウェア、プログラムコード及び／又は命令は、何らかの時間間隔に
わたって計算に使用されるデジタルデータを保持するコンピュータコンポーネント、装置
及び記録媒体、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）として知られている半導体ストレージ
、光学ディスク、ハードディスク、テープ、ドラム、カード及びその他のタイプ様の磁気
ストレージの形態などの、通常はさらに永続的な記憶のための大容量ストレージ、プロセ
ッサレジスタ、キャッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ＣＤ、ＤＶＤなどの
光学ストレージ、フラッシュメモリ（例えば、ＵＳＢスティック又はキー）、フロッピー
ディスク、磁気テープ、紙テープ、パンチカード、スタンドアロン型ＲＡＭディスク、Ｚ
ｉｐドライブ、取り外し可能大容量ストレージ及びオフラインなどの取り外し可能媒体、
動的メモリ、静的メモリ、読み取り／書き込みストレージ、可変ストレージ、リードオン
リ、ランダムアクセス、順次アクセス、位置アドレス指定可能、ファイルアドレス指定可
能、コンテンツアドレス指定可能、ネットワーク接続ストレージ、ストレージエリアネッ
トワーク、バーコード、磁気インクなどの他のコンピュータメモリを含むことができる機
械可読媒体に記憶し及び／又は機械可読媒体においてアクセスすることができる。
【０１７７】
　本明細書で説明した方法及びシステムは、物理項目及び／又は無形項目を１つの状態か
ら別の状態に変換することができる。本明細書で説明した方法及びシステムは、物理項目
及び／又は無形項目を表すデータを１つの状態から別の状態に変換することもできる。
【０１７８】
　図を通じたフローチャート及びブロック図に示したものを含む、本明細書で説明し図示
した要素は、要素間の論理的境界を示唆するものである。しかしながら、ソフトウェア又
はハードウェア工学の慣例に従い、図示の要素及びその機能は、コンピュータ実行可能媒
体ｈａａ送信者制御コンタクト媒体コンテンツアイテムを介して機械上に実装することが
でき、プロセッサは、記憶されているプログラム命令を、モノリシックソフトウェア構造
、独立ソフトウェアモジュール、或いは外部ルーチン、コード及びサービスなど、又はこ
れらのいずれかの組み合わせを採用するモジュールとして実行することができ、全てのこ
のような実装は、本開示の範囲に含まれるものとすることができる。このような機械の例
としては、以下に限定されるわけではないが、携帯情報端末、ラップトップ、パーソナル
コンピュータ、携帯電話機、その他のハンドヘルドコンピュータ装置、医療機器、有線又
は無線通信装置、トランスデューサ、チップ、計算機、衛星、タブレットＰＣ、電子ブッ
ク、ガジェット、電子装置、装置ｈａａ送信者制御コンタクト媒体コンテンツアイテム人
工知能、コンピュータ装置、ネットワーキング装置、サーバ及びルータなどを挙げること
ができる。また、フローチャート及びブロック図に示した要素又は他のいずれかの論理コ
ンポーネントは、プログラム命令を実行できる機械上に実装することもできる。従って、
上述した図面及び説明には、開示するシステムの機能面を示しているが、明確に示してい
るか、或いは文脈から別様に明らかでない限り、これらの説明からこれらの機能面を実装
するソフトウェアの特定の構成を推測すべきではない。同様に、上記で識別し説明した様
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々なステップは変更することができ、ステップの順序は、本明細書に開示した技術の特定
の応用に適合することができると理解されるであろう。全てのこのような変形及び修正は
、本開示の範囲内に含まれるものとする。従って、様々なステップの順番の図示及び／又
は説明については、特定の用途に必要でない限り、又は明確に示していない限り、或いは
文脈から別様に明らかでない限り、これらのステップの特定の実行順を必要とするもので
あると理解すべきではない。
【０１７９】
　上述した方法及び／又はプロセス、及びこれらに関連するステップは、ハードウェア、
ソフトウェア、又は特定の応用に適したハードウェアとソフトウェアのあらゆる組み合わ
せで実現することができる。ハードウェアは、汎用コンピュータ及び／又は専用コンピュ
ータ装置、或いは特定のコンピュータ装置又は特定のコンピュータ装置の特定の態様又は
コンポーネントを含むことができる。これらのプロセスは、１又は２以上のマイクロプロ
セッサ、マイクロコントローラ、組み込み式マイクロコントローラ、プログラマブルデジ
タルシグナルプロセッサ又は他のプログラマブル装置において、内部及び／又は外部メモ
リと共に実現することができる。これに加えて、又はこれとは別に、これらのプロセスは
、特定用途向け集積回路、プログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック
、又は電子信号を処理するように構成できる他のいずれかの装置又は装置の組み合わせで
具体化することもできる。さらに、これらのプロセスの１つ又は２つ以上を、機械可読媒
体上で実行できるコンピュータ実行可能コードとして実現することもできると理解される
であろう。
【０１８０】
　コンピュータ実行可能コードは、Ｃなどの構造化プログラミング言語、Ｃ＋＋などのオ
ブジェクト志向プログラミング言語、或いは上記の装置のうちの１つ、並びにプロセッサ
の異種の組み合わせ、プロセッサアーキテクチャ、又は異なるハードウェアとソフトウェ
アとの組み合わせ、又はプログラム命令を実行できる他のいずれかの機械において実行さ
れるように記憶し、コンパイルし、又は解釈することができる（アセンブリ言語、ハード
ウェア記述言語、及びデータベースプログラミング言語及び技術を含む）他のいずれかの
高水準又は低水準プログラミング言語を用いて作成することができる。
【０１８１】
　従って、１つの態様では、上述した方法及び方法の組み合わせを、１又は２以上のコン
ピュータ装置において実行された時に方法のステップを実行するコンピュータ実行可能コ
ードで具体化することができる。別の態様では、これらの方法を、そのステップを実行す
るシステム内で具体化し、複数の形で装置全体に分散させることも、又は全ての機能を専
用のスタンドアロン型装置又はその他のハードウェアに統合することもできる。別の態様
では、上述したプロセスに関連するステップを実行する手段が、上述したハードウェア及
び／又はソフトウェアのいずれかを含むことができる。全てのこのような置換及び組み合
わせは、本開示の範囲に含まれるものとする。
【０１８２】
　詳細に図示し説明した好ましい実施形態に関連して開示を行ったが、当業者には、本開
示に対する様々な修正及び改善が容易に明らかになるであろう。従って、本開示の思想及
び範囲は、上記の例によって限定されるものではなく、法律によって認められる限りの広
い意味で理解すべきである。
【０１８３】
　本開示を説明する文脈における（特に以下の特許請求の範囲の文脈における）「１つの
（英文不定冠詞）」及び「その（英文定冠詞）」という用語の使用、並びに同様の言及は
、本明細書で別途示していない限り、或いは文脈によって明らかに矛盾しない限り、単数
形及び複数形の両方を含むと解釈されたい。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「ｈａ
ａ送信者制御コンタクト媒体コンテンツアイテム」、及び「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ、
ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」という用語は、別途示していない限り、非制限的な用語（すな
わち、「含むけれども限定されるわけではない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ、ｂｕｔ　ｎｏｔ　
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ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」として解釈されたい。本明細書における値の範囲の記述は、本
明細書において別途示していない限り、その範囲内に収まる各別個の値を個別に示す簡略
表現方法の役割を果たすものにすぎず、各別個の値は、本明細書に個別に示されているか
のように明細書に組み入れられる。本明細書で説明した全ての方法は、本明細書において
別途示していない限り、又は文脈によって明らかに矛盾しない限り、あらゆる好適な順序
で実行することができる。本明細書に示すありとあらゆる例の使用、又は例示的言語（例
えば、「～などの（ｓｕｃｈ　ａｓ）」）は、本開示の理解を容易にするためのものにす
ぎず、別途主張していない限り、本開示の範囲に限定をもたらすものではない。本明細書
におけるあらゆる表現は、本開示を実施するために必須のいずれかの非請求要素を示すも
のとして解釈すべきではない。
【０１８４】
　上述した明細書は、現在のところ本発明の最良の形態であると考えられるものを当業者
が実施して使用できるようにするものであり、当業者であれば、本明細書における特定の
実施形態、方法及び実施例の変種、組み合わせ及び同等物の存在を理解して評価するであ
ろう。従って、本開示の限定は、上述した実施形態、方法及び実施例によってではなく、
本開示の範囲及び思想に含まれる全ての実施形態及び方法によって行うべきである。
【０１８５】
　本明細書で参照した全ての文献は、引用により本明細書に組み入れられる。
【符号の説明】
【０１８６】
１０２　コンピュータシステム
１０６　ＣＰＵ
１０８　メモリ
１１０　ＰＣＩｅバス
１１２　ストレージコントローラ
１１８　ネットワークコントローラ
３００　集中型ＩＯコントローラ
３０２　ストレージ装置
３０４　カットスルーデータ経路
３０８　ＤＡＳ
３１０　ＳＡＮ
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【図２３】 【図２４】
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